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　　　　　　　　　令和８年中泊町議会予算特別委員会 

 

令和　８年　３月　９日（月曜日） 

 

〇議事日程　第１号 

　　　　１　臨時委員長の紹介　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　　　　２　委員長の選挙　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　　　　３　副委員長の選挙　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　　　　４　会議録署名委員の指名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　　　　５　会期の決定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　　　　６　議案第　４号　令和８年度中泊町国民健康保険特別会計予算につ 

　　　　　　　　　　　　　いて　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　　　　７　議案第　５号　令和８年度中泊町介護保険事業特別会計予算につ 

　　　　　　　　　　　　　いて　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　　　　８　議案第　６号　令和８年度中泊町後期高齢者医療特別会計予算に 

　　　　　　　　　　　　　ついて　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　　　　９　議案第　７号　令和８年度中泊町水道事業特別会計予算について 

　　　１０　議案第　８号　令和８年度中泊町農業集落排水事業特別会計予算 

　　　　　　　　　　　　　について　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　　　１１　議案第　９号　令和８年度中泊町漁業集落排水事業特別会計予算 

　　　　　　　　　　　　　について　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

 

〇出席委員（１３名） 

　　　　１番　鈴　木　長一郎　君　　　　２番　田　中　　　洋　君 

　　　　３番　成　田　直　人　君　　　　４番　秋　元　　　隆　君 

　　　　５番　塚　本　悦　子　君　　　　６番　荒　関　富　雄　君 

　　　　７番　秋　田　　　博　君　　　　８番　兵　庫　桂　蔵　君 

　　　　９番　川　山　光　則　君　　　１０番　青　山　雅　晴　君 

　　　１１番　沖　崎　　　勲　君　　　１２番　野　上　憲　幸　君 

　　　１３番　長　利　　　司　君 

 

〇欠席委員（なし） 
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〇出席説明員 

　　　　　町　　　　　長　　　　　　濱　舘　豊　光　君 

　　　　　副 町 長 
　　　　　兼 総 務 課 長　　　　　　三　上　晃　瑠　君 
　　　　　事 務 取 扱 

　　　　　教　　育　　長　　　　　　鈴　木　信　也　君 

　　　　　代 表 監 査 委 員　　　　　　外　﨑　良　造　君 

　　　　　財　政　課　長　　　　　　木　元　　　剛　君 

　　　　　総 合 戦 略 課 長　　　　　　越　野　進　一　君 

　　　　　税 務 会 計 課 長　　　　　　山　中　哲　哉　君 

　　　　　町　民　課　長　　　　　　古　川　明　彦　君 

　　　　　福　祉　課　長　　　　　　長谷川　朱　子　君 

　　　　　環 境 整 備 課 長　　　　　　鈴　木　輝　文　君 

　　　　　農　政　課　長　　　　　　古　川　　　優　君 

　　　　　水 産 商 工 観 光 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　鈴　木　統　生　君 　　　　　課　　　　　長 

　　　　　小 泊 支 所 長　　　　　　阿　部　弘　喜　君 

　　　　　教　育　課　長　　　　　　田　中　綾　人　君 

　　　　　上 下 水 道 課 長　　　　　　今　　　芳　文　君 

 

〇職務のため出席した事務局職員 

　　　　　事　務　局　長　　　　　　長　利　香代子　君 

　　　　　総 務 課 行 政 係　　　　　　白　川　　　隼　君 

　　　　　総 務 課 庶 務 係　　　　　　大　川　朝　央　君 

　　　　　議 会 事 務 局　　　　　　瓜　田　雅　也　君 
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　開会　午前１０時００分 

 

　　　　　　◎臨時委員長の紹介 

〇議会事務局長（長利香代子君）　予算特別委員会の開会に当たり、事務局よ

り臨時委員長のご紹介をいたします。 

　　　　　本日は、去る３月４日の本会議において予算特別委員会が設置され

てから初めての委員会となります。委員長が互選されるまでの間は、

委員会条例第１０条第２項の規定によって、出席委員の中で年長の委

員が臨時に委員長の職務を行うことになっております。 

　　　　　したがいまして、出席委員の中で年長の委員であります秋田博委員

に臨時委員長をお願いすることにいたします。 

　　　　　秋田博委員、よろしくお願いいたします。 

〇秋田臨時委員長　おはようございます。ただいまご紹介されました秋田です。

委員会条例第１０条第２項の規定によって、臨時委員長の職務を行い

ます。何とぞよろしくお願いします。 

 

　　　　　　◎開会の宣告 

〇秋田臨時委員長　ただいまの出席委員数は１３名です。定足数に達していま

すので、これから予算特別委員会を開会いたします。 

　　　　　本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

 

　　　　　　◎委員長の選挙 

〇秋田臨時委員長　日程第２、委員長の選挙を行います。 

　　　　　お諮りします。委員長の選挙は指名推選の方法によって行いたいと

思います。ご異議ございませんか。 

　　　　　　　　　　　　（「異議なし」の声あり） 

〇秋田臨時委員長　ご異議なしと認めます。 

　　　　　したがって、委員長の選挙は指名推選の方法によって行うことに決

定いたしました。 

　　　　　お諮りします。指名の方法については、私が指名することにしたい

と思います。ご異議ございませんか。 

　　　　　　　　　　　　（「異議なし」の声あり） 

〇秋田臨時委員長　異議なしと認めます。 
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　　　　　したがって、私が指名することに決定しました。 

　　　　　予算特別委員会の委員長に塚本悦子委員を指名いたします。ご異議

ございませんか。 

　　　　　　　　　　　　（「異議なし」の声あり） 

〇秋田臨時委員長　異議なしと認めます。 

　　　　　したがって、塚本悦子委員が委員長に当選されました。 

　　　　　本席より塚本悦子委員に当選の告知をいたします。 

　　　　　それでは、ただいま委員長に当選されました塚本悦子委員に承諾を

いただき、就任の挨拶をお願いいたします。 

〇塚本委員長　ただいま皆様方のご推挙により、予算特別委員会の委員長とい

う大役を仰せつかりました塚本でございます。本委員会は、令和８年

度の町政の方向を決める重要な予算について審査を行うものでありま

すので、公平、公正な委員会運営を図ってまいりたいと思っています。 

　　　　　委員の皆様にも円滑な議事運営、進行にご理解、ご協力を賜ります

ようよろしくお願いを申し上げて、就任のご挨拶といたします。どう

ぞよろしくお願いいたします。 

〇秋田臨時委員長　以上で臨時委員長の職務を終わります。ご協力ありがとう

ございました。 

　　　　　それでは、塚本委員長と交代いたします。よろしくお願いします。 

　　　　　　　　　　　　（臨時委員長、委員長と交代） 

 

　　　　　　◎副委員長の選挙 

〇塚本委員長　日程第３、副委員長の選挙を行います。 

　　　　　お諮りします。副委員長の選挙は、指名推選の方法により行いたい

と思います。ご異議ありませんか。 

　　　　　　　　　　　　（「異議なし」の声あり） 

〇塚本委員長　異議なしと認めます。 

　　　　　したがって、副委員長の選挙は指名推選の方法により行うことに決

定しました。 

　　　　　お諮りします。指名の方法については、私が指名することにしたい

と思います。ご異議ありませんか。 

　　　　　　　　　　　　（「異議なし」の声あり） 

〇塚本委員長　異議なしと認めます。 
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　　　　　したがって、私が指名することに決定しました。 

　　　　　予算特別委員会の副委員長に成田直人委員を指名します。ご異議あ

りませんか。 

　　　　　　　　　　　　（「異議なし」の声あり） 

〇塚本委員長　異議なしと認めます。 

　　　　　したがって、成田直人委員が副委員長に当選されました。 

　　　　　本席より成田直人委員に当選の告知をいたします。 

　　　　　それでは、ただいま副委員長に当選されました成田直人委員には承

諾をいただき、就任の挨拶をお願いいたします。 

〇成田副委員長　ただいま委員の皆様方よりのご推挙によりまして副委員長に

選ばれました成田です。委員長をしっかり支えながら、令和８年度の

予算審議を適正に行いたいと思っておりますので、どうか委員各位の

格段のご協力をお願い申し上げ、就任の挨拶といたします。 

 

　　　　　　◎会議録署名委員の指名 

〇塚本委員長　日程第４、会議録署名委員の指名を行います。 

　　　　　本委員会の会議録署名委員は、８番、兵庫桂蔵委員及び９番、川山

光則委員を指名します。 

 

　　　　　　◎会期の決定 

〇塚本委員長　日程第５、会期の決定の件を議題にします。 

　　　　　お諮りします。予算特別委員会の会期は、本日と明後日１１日の２

日間にしたいと思います。ご異議ありませんか。 

　　　　　　　　　　　　（「異議なし」の声あり） 

〇塚本委員長　異議なしと認めます。 

　　　　　したがって、予算特別委員会の会期は、本日と明後日１１日の２日

間に決定しました。 

 

　　　　　　◎議案第４号の上程、説明、質疑 

〇塚本委員長　本日は、予算特別委員会に付託されました議案第４号から議案

第９号までの令和８年度各特別会計予算の審査を行います。 

　　　　　お諮りします。各議案の審査は、歳入と歳出を一括して行いたいと

思います。ご異議ありませんか。 
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　　　　　　　　　　　　（「異議なし」の声あり） 

〇塚本委員長　異議なしと認めます。 

　　　　　したがって、各議案の審査は歳入と歳出を一括して行うことに決定

しました。 

　　　　　なお、ご質問の際は予算書のページを示してお願いします。 

　　　　　日程第６、議案第４号　令和８年度中泊町国民健康保険特別会計予

算についてを議題にします。 

　　　　　本案について担当課長に説明を求めます。 

　　　　　古川町民課長。 

〇町民課長（古川明彦君）　議案第４号　令和８年度中泊町国民健康保険特別

会計予算について、ご説明いたします。 

　　　　　事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１３億２，８

９２万６，０００円となり、前年度比で１億５２９万２，０００円の

減となっております。


　　　　　診療施設勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１億５，

１７０万７，０００円となり、前年度比で１，１６５万２，０００円

の減となっております。


　　　　　次に、歳入歳出予算の概要について、事業勘定からご説明申し上げ

ます。 

　　　　　２ページを御覧ください。歳入では、第１款国民健康保険税に２億

１０万１，０００円、第２款使用料及び手数料に１０万円、第３款国

庫支出金に３８万５，０００円、第４款県支出金に９億８，８１９万

５，０００円、第５款財産収入に１，０００円、第６款繰入金に１億

３，８６８万円、第７款繰越金に１，０００円、第８款諸収入に１４

６万３，０００円を計上しております。 

　　　　　４ページを御覧ください。歳出では、第１款総務費に３，１７６万

８，０００円、第２款保険給付費に９億４，５２１万８，０００円、

第３款国民健康保険事業費納付金に３億１，２０６万９，０００円、

第５款財政安定化基金拠出金に１，０００円、第６款保健事業費に２，

８８９万５，０００円、５ページを御覧ください。第７款基金積立金

に１，０００円、第８款公債費に１，０００円、第９款諸支出金に９

７万３，０００円、第１０款予備費に１，０００万円を計上しており

ます。 



- 7 -

　　　　　次に、歳入歳出予算の主なものについて、歳入歳出事項別明細書に

より、歳出からご説明いたします。


　　　　　１４ページを御覧ください。３、歳出。第１款総務費、第１項総務

管理費に、１５ページを御覧ください。前年度比１１９万５，０００

円増の２，９７５万１，０００円を計上しております。職員人件費や

システム保守経費等であります。


　　　　　第２款保険給付費、第１項療養諸費に、前年度比７，２９３万１，

０００円減の８億１，３５４万７，０００円を計上しております。


　　　　　１６ページを御覧ください。第２項高額療養費に、対前年度比１，

１０３万円減の１億２，９１２万円を計上しております。 

　　　　　第４項出産育児諸費に、３人分の出産育児一時金として１５０万円

を計上しております。


　　　　　第５項葬祭費に、前年度比９５万円減の１０５万円を計上しており

ます。 

　　　　　第３款国民健康保険事業費納付金、第１項医療給付費分に、前年度

比２，５５７万円減の１億９，７４５万８，０００円を計上しており

ます。 

　　　　　１７ページを御覧ください。第２項後期高齢者支援金等分に、前年

度比３３４万１，０００円減の７，７５６万５，０００円を計上して

おります。 

　　　　　第３項介護納付金分に、前年度比１７８万８，０００円減の２，９

４７万１，０００円を計上しております。 

　　　　　第４項子ども子育て支援分納付金に、子ども子育て支援金制度の創

設により、新たに負担金として７５７万５，０００円を計上しており

ます。 

　　　　　１８ページを御覧ください。第６款保健事業費、第１項保健事業費

に、前年度比１６１万５，０００円増の１，２７０万４，０００円を

計上しております。 

　　　　　１９ページを御覧ください。第２項特定健康診査等事業費に、前年

度比５６万４，０００円増の１，６１９万１，０００円を計上してお

ります。 

　　　　　２０ページを御覧ください。第９款諸支出金、第１項償還金及び還

付加算金に、前年度比７８万１，０００円減の９７万２，０００円を
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計上しております。 

　　　　　第１０款予備費、第１項予備費に、前年度と同額の１，０００万円

を計上しております。 

　　　　　次に、歳入についてご説明いたします。１０ページにお戻り願いま

す。２、歳入。第１款国民健康保険税、第１項国民健康保険税に、前

年度比３，４２０万１，０００円増の２億１０万１，０００円を計上

しております。被保険者数は減少しておりますが、農業所得の増を見

込んで計上しております。


　　　　　１１ページを御覧ください。第４款県支出金、第１項県補助金に、

前年度比７，３８０万６，０００円減の９億８，８１９万４，０００

円を計上しております。保険給付費で交付される普通交付金の減が主

な要因であります。


　　　　　１２ページを御覧ください。第６款繰入金、第１項一般会計繰入金

に、前年度比９７８万円減の５，７４３万８，０００円を計上してお

ります。


　　　　　第２項財政調整基金繰入金に、前年度比５，６２７万２，０００円

減の８，１２４万２，０００円を計上しております。歳入の財源不足

分を財政調整基金にて調整しております。


　　　　　１３ページを御覧ください。第８款諸収入、第１項延滞金加算金及

び過料に、前年度と同額の１４０万円を計上しております。 

　　　　　以上で事業勘定の説明を終わります。 

　　　　　引き続き、診療施設勘定の歳入歳出予算の概要についてご説明申し

上げます。 

　　　　　６ページにお戻り願います。歳入では、第１款診療収入に１億１，

２９９万円、第２款使用料及び手数料に２０万円、第４款繰入金に２，

４３７万１，０００円、第５款繰越金に１，０００円、第６款諸収入

に１，４１４万５，０００円を計上しております。 

　　　　　７ページを御覧ください。歳出では、第１款総務費に１億４３８万

６，０００円、第２款医業費に２，２４９万７，０００円、第３款公

債費に２，４３２万４，０００円、第４款予備費に５０万円を計上し

ております。 

　　　　　次に、歳入歳出予算の主なものについて、歳入歳出事項別明細書に

より、歳出からご説明申し上げます。
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　　　　　３５ページを御覧ください。３、歳出。第１款総務費、第１項医療

施設管理費に、３７ページを御覧ください。前年度比９６４万２，０

００円減の８，４９１万１，０００円を計上しております。 

　　　　　第２項歯科施設管理費に、３８ページを御覧ください。前年度比２

７万３，０００円増の１，９４７万５，０００円を計上しております。 

　　　　　第２款医業費、第１項医科用医業費に、前年度比３１０万７，００

０円減の１，９５３万２，０００円を計上しております。 

　　　　　第２項歯科用医業費に、前年度比５万１，０００円増の２９６万５，

０００円を計上しております。


　　　　　第３款公債費、第１項公債費に、前年度比７７万３，０００円増の

２，４３２万４，０００円を計上しております。診療所建設事業長期

債の増となっております。


　　　　　３９ページを御覧ください。第４款予備費、第１項予備費に、前年

度と同額の５０万円を計上しております。


　　　　　次に、歳入についてご説明いたします。３１ページにお戻り願いま

す。２、歳入。第１款診療収入、第１項医科外来収入に、前年度比５

１万５，０００円減の８，９１５万円を計上し、第２項歯科外来収入

に、３２ページを御覧ください。前年度比３２万４，０００円増の２，

２４４万円を計上しております。 

　　　　　第３項その他診療収入に、前年度比１５万４，０００円減の１４０

万円を計上しております。 

　　　　　３３ページを御覧ください。第４款繰入金、第１項他会計繰入金に、

事業勘定及び一般会計繰入金合計で前年度と同額の２，４３７万１，

０００円を計上しております。


　　　　　第６款諸収入、第１項受託事業収入に、前年度比５９万円増の１，

２０１万６，０００円を計上し、第２項雑入に、前年度比４０万７，

０００円減の２１２万９，０００円を計上しております。 

　　　　　以上、議案第４号　令和８年度中泊町国民健康保険特別会計予算に

ついてご説明申し上げました。 

〇塚本委員長　説明が終わりましたので、これから質疑を行います。質疑はあ

りませんか。


　　　　　　　　　　　　（「なし」の声あり） 

〇塚本委員長　質疑がないようですので、議案第４号　令和８年度中泊町国民
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健康保険特別会計予算についての質疑を終わります。


 

　　　　　　◎議案第５号の上程、説明、質疑 

〇塚本委員長　日程第７、議案第５号　令和８年度中泊町介護保険事業特別会

計予算についてを議題にします。 

　　　　　本案について担当課長に説明を求めます。 

　　　　　担当課長。 

〇福祉課長（長谷川朱子君）　議案第５号　令和８年度中泊町介護保険事業特

別会計予算についてご説明申し上げます。 

　　　　　令和８年度当初予算の編成においては、介護サービス受給者数は微

減、１人当たりの給付費はやや増加傾向で推移すると予想され、保険

給付費全体ではほぼ横ばいですが、地域で地域の人を支える仕組みづ

くりを推進するため、地域支援事業費を増額し、歳入歳出予算の総額

は、前年度と比較して１，７７３万４，０００円増の１８億８，８４

１万７，０００円となっております。 

　　　　　歳入歳出予算の概要について、款を追ってご説明申し上げます。 

　　　　　２ページ、３ページを御覧願います。歳入では、第１款保険料に３

億１，８３３万２，０００円、第２款使用料及び手数料に２万１，０

００円、第３款国庫支出金に５億３８２万１，０００円、第４款支払

基金交付金に４億７，９９４万４，０００円、第５款県支出金に２億

６，３７２万１，０００円、第６款財産収入に１，０００円、第７款

繰入金に３億２,２１２万７，０００円、第８款繰越金に１，０００

円、第９款諸収入に４４万９，０００円を計上しております。 

　　　　　続いて、歳出です。４ページ、５ページを御覧願います。第１款総

務費に６，２２８万８，０００円、第２款保険給付費に１７億１，４

１０万円、第３款地域支援事業費に１億１，１２５万４，０００円、

第４款基金積立金に１，０００円、第５款公債費に７万円、第６款諸

支出金に４０万４，０００円、第７款予備費に３０万円を計上してお

ります。 

　　　　　次に、歳入歳出の主なものについて、款・項を追ってご説明申し上

げます。 

　　　　　最初に、歳出からご説明いたします。１４ページを御覧願います。

３、歳出。第１款総務費、第１項総務管理費に、１５ページを御覧願
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います。対前年度比１，３０５万２，０００円増の５，０６１万２，

０００円を計上しております。介護保険法に基づき、介護保険サービ

スの見込み量を定め、保険給付及び地域支援事業の円滑な実施を確保

するため３年を１期として定める法定計画の作成及び介護保険システ

ム改修に係る委託料の増が主な要因です。 

　　　　　第２項徴収費に、対前年度比１７万６，０００円減の７０万６，０

００円を計上しております。 

　　　　　第３項介護認定審査会費に、１６ページを御覧願います。対前年度

比１２万８，０００円減の１,０９７万円を計上しております。 

　　　　　第２款保険給付費、第１項介護サービス等諸費は、対前年度比４７

０万円増の１５億３，７２０万円を計上しております。 

　　　　　第２項介護予防サービス等諸費に、対前年度比２０万円増の１，９

２０万円を計上しております。 

　　　　　１７ページを御覧願います。第３項高額介護サービス等費に、対前

年度比２１０万円減の６，５００万円を計上しております。 

　　　　　第４項その他諸費に、対前年度比５万６，０００円減の１３０万円

を計上しております。 

　　　　　第５項特定入所者介護サービス等費に、対前年度比２４０万円減の

９，１４０万円を計上しております。 

　　　　　第３款地域支援事業費、第１項介護予防・生活支援サービス事業費

に、１８ページを御覧ください。対前年度比９１８万円増の６，１３

６万円を計上しております。通所型サービス支給費の増を見込んでお

ります。 

　　　　　第２項一般介護予防事業費に、対前年度比２６万４，０００円増の

１７３万９，０００円を計上しております。 

　　　　　第３項包括的支援事業・任意事業費に、２０ページを御覧願います。

対前年度比４８６万６，０００円減の４，７７８万５，０００円を計

上しております。地域包括支援センター運営事業委託料の減によるも

のです。 

　　　　　第４項その他諸費に３７万円、第４款基金積立金に１，０００円、

第５款公債費に７万円、２１ページを御覧願います。第６款諸支出金

に４０万４，０００円、第７款予備費に３０万円を計上しております。 

　　　　　次に、歳入の主なものについてご説明申し上げます。８ページにお
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戻り願います。２、歳入。第１款保険料、第１項介護保険料に対前年

度比７２３万３，０００円増の３億１，８３３万２，０００円を計上

しております。令和７年度の実績等を基に見込んでおります。 

　　　　　第２款使用料及び手数料に、前年度と同額の２万１，０００円を計

上しております。 

　　　　　第３款国庫支出金、第１項国庫負担金に、対前年度比６９万６，０

００円減の３億１，０４１万５，０００円を計上し、９ページを御覧

願います。第２項国庫補助金に、対前年度比２４６万４，０００円減

の１億９，３４０万６，０００円を計上しております。 

　　　　　１０ページを御覧願います。第４款支払基金交付金、第１項支払基

金交付金に、対前年度比２６６万円増の４億７，９９４万４，０００

円を計上しております。 

　　　　　第５款県支出金、第１項県負担金に、対前年度比８０万８，０００

円増の２億４，６６６万９，０００円を計上し、第２項県補助金に、

１１ページを御覧願います。対前年度比２５万円増の１，７０５万２，

０００円を計上しております。 

　　　　　第６款財産収入に１，０００円を計上しております。 

　　　　　第７款繰入金、第１項一般会計繰入金に、１２ページを御覧願いま

す。対前年度比９９４万３，０００円増の３億２,２１２万６，００

０円を計上しております。総務管理費繰入金の増等によるものです。 

　　　　　第２項基金繰入金、第８款繰越金、１３ページを御覧願います。第

９款諸収入、第１項延滞金、加算金及び過料にそれぞれ１，０００円

を計上し、第２項雑入に４４万８，０００円を計上しております。 

　　　　　以上、議案第５号　令和８年度中泊町介護保険事業特別会計予算に

ついてご説明申し上げました。 

〇塚本委員長　長谷川福祉課長の説明が終わりました。これから質疑を行いま

す。質疑はありませんか。 

　　　　　　　　　　　　（「なし」の声あり） 

〇塚本委員長　質疑がないようですので、議案第５号　令和８年度中泊町介護

保険事業特別会計予算についての質疑を終わります。 

 

　　　　　　◎議案第６号の上程、説明、質疑 

〇塚本委員長　日程第８、議案第６号　令和８年度中泊町後期高齢者医療特別
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会計予算についてを議題にします。 

　　　　　本案について担当課長に説明を求めます。 

　　　　　古川町民課長。 

〇町民課長（古川明彦君）　議案第６号　令和８年度中泊町後期高齢者医療特

別会計予算について、ご説明いたします。 

　　　　　令和８年度中泊町後期高齢者医療特別会計の歳入歳出予算の総額

は、歳入歳出それぞれ３億５，８１９万４，０００円となり、前年度

当初予算額に対して３，６４９万３，０００円の増となっております。 

　　　　　次に、歳入歳出予算の概要についてご説明申し上げます。２ページ

を御覧ください。歳入では、第１款後期高齢者医療保険料に１億１，

５１７万９，０００円、第２款使用料及び手数料に２万２，０００円、

第３款繰入金に２億３，１１８万２，０００円、第４款繰越金に１，

０００円、第５款諸収入に１，１８１万円を計上しております。 

　　　　　３ページを御覧ください。歳出では、第１款総務費に１，３４２万

６，０００円、第２款後期高齢者医療連合納付金に３億４，４３９万

円、第３款諸支出金に３７万８，０００円を計上しております。 

　　　　　次に、歳入歳出予算の主なものについて、歳入歳出事項別明細書に

より、歳出からご説明申し上げます。


　　　　　７ページを御覧ください。３、歳出。第１款総務費、第１項総務管

理費に、事務費のほか、健診委託料、保健事業と介護予防を包括的に

行う一体的実施事業など、合計で前年度比７３万円増の１，３１７万

３，０００円を計上しております。


　　　　　第２款後期高齢者医療連合納付金、第１項後期高齢者医療連合納付

金に、前年度比３，５６８万５，０００円増の３億４，４３９万円を

計上しております。県広域連合から提示されました金額に基づき計上

しております。 

　　　　　次に、歳入についてご説明いたします。５ページにお戻り願います。

２、歳入。第１款後期高齢者医療保険料、第１項後期高齢者医療保険

料に、前年度比２，２９６万８，０００円増の１億１，５１７万９，

０００円を計上しております。 

　　　　　第３款繰入金、第１項一般会計繰入金に、前年度比１，３０６万円

増の２億３，１１８万２，０００円を計上しております。 

　　　　　第１款と第３款におきましては、県広域連合から提示されました金
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額に基づき計上しております。 

　　　　　６ページを御覧ください。第５款諸収入、第２項雑入に、前年度比

４６万５，０００円増の１，１８０万９，０００円を計上しておりま

す。 

　　　　　以上、議案第６号　令和８年度中泊町後期高齢者医療特別会計予算

についてご説明申し上げました。 

〇塚本委員長　説明が終わりましたので、これから質疑を行います。質疑はあ

りませんか。 

　　　　　成田委員。 

〇成田委員　７ページの歳出の関係なのですが、総務管理費の１２節の委託料

の中で、一体的実施事業の内容についてちょっと説明願いたいと思い

ますけれども。 

〇塚本委員長　担当課長。 

〇町民課長（古川明彦君）　ただいまのご質問ですけれども、保健事業と介護

予防を包括的に一体的に行う事業となっております。 

　　　　　以上です。 

〇塚本委員長　ほかに質疑はありませんか。 

　　　　　　　　　　　　（「なし」の声あり） 

〇塚本委員長　質疑がないようですので、議案第６号　令和８年度中泊町後期

高齢者医療特別会計予算についての質疑を終わります。 

 

　　　　　　◎議案第７号の上程、説明、質疑 

〇塚本委員長　日程第９、議案第７号　令和８年度中泊町水道事業特別会計予

算についてを議題にします。 

　　　　　本案について担当課長に説明を求めます。 

　　　　　今上下水道課長。 

〇上下水道課長（今　芳文君）　議案第７号　令和８年度中泊町水道事業特別

会計予算について、ご説明申し上げます。 

　　　　　議案書の１ページを御覧願います。最初に、第２条、業務の予定量

ですが、（１）の給水件数は４，０４０件、（２）の年間総給水量は７

９万５，２５０立方メートル、（３）の一日平均給水量は２，１７８

立方メートルをそれぞれ見込んでおります。 

　　　　　次に、第３条の収益的収入及び支出の予定額として、収入の第１款
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水道事業収益は前年度より８７７万５，０００円減の３億２，２３３

万９，０００円、支出は第１款水道事業費用に前年度より２１５万２，

０００円減の２億９，８３３万６，０００円をそれぞれ計上し、収支

で２，４００万３，０００円の利益を予定しております。 

　　　　　２ページを御覧願います。第４条の資本的支出に１億４，９９０万

４，０００円を計上し、その支払いは過年度分損益勘定留保資金で補

てんする予定としております。 

　　　　　第５条、第６条の説明は、省略させていただきます。 

　　　　　続きまして、予算の詳細について、予算実施計画説明書でご説明い

たします。 

　　　　　最初に、収益的支出の主なものについてご説明いたしますので、２

１ページを御覧願います。先ほどもご説明しておりますが、第１款水

道事業費用として、前年度比２１５万２，０００円減の２億９，８３

３万６，０００円を計上しております。 

　　　　　第１項営業費用が、前年度比３６万円増の２億７，０３８万９，０

００円を計上しております。 

　　　　　第１目原水及び浄水費は前年度比５１８万７，０００円増の４，７

９８万５，０００円を計上しております。 

　　　　　主なものは、１５節委託費の上水道施設保守委託料４２０万８，０

００円、水質検査委託料７６６万５，０００円、１８節修繕費の水源

・浄水施設維持修繕費５２５万９，０００円、浄水場機械電気計装修

繕５５４万４，０００円、１９節動力費の各浄水場電力料金１，５９

７万３，０００円等であります。 

　　　　　２２ページを御覧願います。第２目配水及び給水費は前年度比１６

８万５，０００円減の４８４万７，０００円であります。 

　　　　　主なものは、１８節修繕費の配水施設維持修繕費２００万円、１９

節動力費の増圧ポンプ電力料１８２万２，０００円等であります。 

　　　　　２３ページを御覧願います。第４目総係費は前年度比２３３万７，

０００円増の７，０９７万６，０００円を計上しております。主なも

のは、職員人件費のほか、２４ページを御覧願います。１５節委託料

の検針委託料４５０万５，０００円、企業会計システム保守料２１５

万２，０００円、水道料金システム公金収納対応業務１５５万７，０

００円、水道事業会計支援業務２０９万円等であります。
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　　　　　２５ページを御覧願います。第２項営業外費用が、前年度比２５１

万２，０００円減の２，６８４万７，０００円を計上しております。 

　　　　　第１目支払利息及び企業債取扱諸費は前年度比２４６万１，０００

円減の８９３万８，０００円であります。 

　　　　　その他のものについては、前年度とほぼ同内容及び同額となってお

りますので、説明を省略させていただきます。 

　　　　　次に、収益的収入についてご説明いたしますので、１８ページにお

戻り願います。第１款水道事業収益が、前年度比８７７万５，０００

円減の３億２，２３３万９，０００円を計上しております。 

　　　　　第１項営業収益は、前年度比４，５１３万円減の２億２，９１３万

７，０００円を計上しております。 

　　　　　第１目給水収益は、前年度比４，５２２万５，０００円減の２億２，

８９４万７，０００円を計上しております。 

　　　　　物価高騰に伴う水道基本料金４月分から７月分までの減免分４，１

８１万９，０００円が減少の主な要因となっております。 

　　　　　１９ページを御覧願います。第２項営業外収益が、前年度比３，６

３５万５，０００円増の９，３２０万１，０００円を計上しておりま

す。 

　　　　　第２目他会計補助金は、前年度比３，６６２万６，０００円増の５，

９９０万５，０００円を計上しております。 

　　　　　これは、高料金対策及び物価高騰対策の一般会計からの補助金にな

ります。 

　　　　　次に、資本的支出についてご説明いたしますので、２６ページを御

覧願います。第１款資本的支出が、前年度比１，１４１万８，０００

円減の１億４，９９０万４，０００円を計上しております。 

　　　　　第１項建設改良費は、前年度と同額の５５万９，０００円を計上し

ております。 

　　　　　第１目営業設備費は、前年度と同額の５５万９，０００円を計上し

ております。


　　　　　４２節量水器購入費５５万９，０００円であります。


　　　　　第２項企業債償還金は、前年度比１，１４１万８，０００円減の１

億４，９３４万５，０００円を計上しております。


　　　　　以上、議案第７号　令和８年度中泊町水道事業特別会計予算につい
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てご説明申し上げました。 

〇塚本委員長　説明が終わりましたので、これから質疑を行います。質疑はあ

りませんか。 

　　　　　　　　　　　　（「なし」の声あり） 

〇塚本委員長　質疑がないようですので、議案第７号　令和８年度中泊町水道

事業特別会計予算についての質疑を終わります。 

 

　　　　　　◎議案第８号の上程、説明、質疑 

〇塚本委員長　日程第１０、議案第８号　令和８年度中泊町農業集落排水事業

特別会計予算についてを議題にします。 

　　　　　本案について担当課長に説明を求めます。 

　　　　　今上下水道課長。 

〇上下水道課長（今　芳文君）　議案第８号　令和８年度中泊町農業集落排水

事業特別会計予算についてご説明申し上げます。 

　　　　　議案書の１ページを御覧願います。最初に、第２条、業務の予定量

ですが、（１）の排水戸数は１７９戸、（２）の年間総汚水量は５万１，

１７０立方メートル、（３）の一日平均汚水量は１４０立方メートル

をそれぞれ見込んでおります。 

　　　　　次に、第３条の収益的収入及び支出の予定額として、収入の第１款

農業集落排水事業収益は前年度より１０５万円増の３，８９０万６，

０００円、支出は第１款農業集落排水事業費用に前年度より９５万円

増の５，０１７万３，０００円をそれぞれ計上し、収支で１，１２６

万７，０００円の不足を見込んでおります。この不足額については、

前年度繰越利益剰余金をもって補てんするものであります。


　　　　　２ページを御覧願います。第４条の資本的収入及び支出に、前年度

比５０８万５，０００円減の１，５５２万７，０００円をそれぞれ計

上しております。


　　　　　第５条の一般会計からの補助金は、前年度比９１万６，０００円増

の１，３３９万４，０００円としております。 

　　　　　第６条及び第７条の説明は、省略させていただきます。 

　　　　　続きまして、予算の詳細について、予算明細書でご説明いたします。

最初に、収益的支出の主なものについてご説明いたしますので、１７

ページを御覧願います。第１款農業集落排水事業費用は、前年度比９



- 18 -

５万円増の５，０１７万３，０００円を計上しております。 

　　　　　第１項営業費用は、前年度比１４８万２，０００円増の４，９６３

万４，０００円を計上しております。 

　　　　　第１目管渠費は前年度比２，０００円減の２９万８，０００円を計

上しております。 

　　　　　第３目処理場費は前年度比１４４万円増の１，６７５万６，０００

円を計上しております。 

　　　　　主なものは、１７節委託料の処理施設管理業務委託４５４万９，０

００円、余剰汚泥搬出業務５８２万２，０００円、２１節修繕費の高

圧気中開閉器等取替修繕１３３万８，０００円、２５節動力費の電気

料３２４万６，０００円等であります。 

　　　　　１８ページを御覧願います。第１１目減価償却費は前年度と同額の

３，１３６万４，０００円を計上しております。


　　　　　第２項営業外費用は前年度比５３万２，０００円減の４３万９，０

００円を計上しております。


　　　　　第３項予備費、第１目予備費は前年度と同額の１０万円を計上して

おります。 

　　　　　次に、収益的収入についてご説明いたしますので、１６ページにお

戻り願います。第１款農業集落排水事業収益は前年度比１０５万円増

の３，８９０万６，０００円を計上しております。


　　　　　第１項営業収益は前年度比１２万５，０００円増の５４０万５，０

００円を、農業集落排水使用料として計上しております。


　　　　　第２項営業外収益は前年度比９２万５，０００円増の３，３５０万

１，０００円を計上しております。


　　　　　第３目他会計補助金は前年度比９１万６，０００円増の１，３３９

万４，０００円、第５目長期前受金戻入は前年度と同額の２，００９

万７，０００円を計上しております。


　　　　　次に、資本的支出についてご説明いたしますので、１９ページを御

覧願います。第１款農業集落排水事業資本的支出は前年度比５０８万

５，０００円減の１，５５２万７，０００円を、第１項企業債償還金、

第１目建設改良等企業債償還金、第１節企業債償還金に下水道事業債、

公営企業会計適用債として１，３８２万７，０００円、３節資本平準

化債元金償還金に１７０万円を計上しております。
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　　　　　次に、資本的収入についてご説明いたします。第１款農業集落排水

事業資本的収入は前年度比５０８万５，０００円減の１，５５２万７，

０００円を、他会計繰入金として計上しております。


　　　　　以上、議案第８号　令和８年度中泊町農業集落排水事業特別会計予

算についてご説明申し上げました。 

〇塚本委員長　説明が終わりましたので、これから質疑を行います。質疑はあ

りませんか。 

　　　　　　　　　　　　（「なし」の声あり） 

〇塚本委員長　質疑がないようですので、議案第８号　令和８年度中泊町農業

集落排水事業特別会計予算についての質疑を終わります。 

 

　　　　　　◎議案第９号の上程、説明、質疑 

〇塚本委員長　日程第１１、議案第９号　令和８年度中泊町漁業集落排水事業

特別会計予算についてを議題にします。 

　　　　　本案について担当課長に説明を求めます。 

　　　　　今上下水道課長。 

〇上下水道課長（今　芳文君）　議案第９号　令和８年度中泊町漁業集落排水

事業特別会計予算について、ご説明申し上げます。 

　　　　　議案書の１ページを御覧願います。最初に、第２条、業務の予定量

ですが、（１）の排水戸数は１２７戸、（２）の年間総汚水量は１万９，

４０８立方メートル、（３）の一日平均汚水量は５４立方メートルを

それぞれ見込んでおります。 

　　　　　次に、第３条の収益的収入及び支出の予定額として、収入の第１款

漁業集落排水事業収益は前年度比１５３万７，０００円増の２，１６

２万９，０００円、支出は第１款漁業集落排水事業費用に前年度より

１４３万７，０００円増の２，７００万５，０００円をそれぞれ計上

し、収支で５３７万６，０００円の不足を見込んでおります。 

　　　　　この不足額につきましては、前年度繰越利益剰余金をもって補てん

するものであります。


　　　　　２ページを御覧願います。第４条の資本的収入及び支出に、前年度

比９７万７，０００円減の１，２１２万３，０００円をそれぞれ計上

しております。


　　　　　第５条の一般会計からの補助金は、前年度比１５５万６，０００円
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増の７６６万１，０００円としております。 

　　　　　第６条及び第７条の説明は、省略させていただきます。 

　　　　　続きまして、予算の詳細について、予算明細書でご説明いたします。 

　　　　　最初に、収益的支出の主なものについてご説明いたしますので、１

７ページを御覧願います。第１款漁業集落排水事業費用は、前年度比

１４３万７，０００円増の２，７００万５，０００円を計上しており

ます。


　　　　　第１項営業費用は前年度比１６７万４，０００円増の２，６２２万

５，０００円を計上しております。


　　　　　第３目処理場費は前年度比１６０万６，０００円増の８５６万１，

０００円を計上しております。主なものは、１７節委託料の処理施設

維持管理業務委託２７９万４，０００円、２１節修繕費のし渣脱水機

取替修繕１０９万８，０００円、電磁流量計取替修繕９９万９，００

０円、２５節動力費の電気料１８９万５，０００円等であります。 

　　　　　第１１目減価償却費は前年度と同額の１，６５９万７，０００円を

計上しております。


　　　　　１８ページを御覧願います。第２項営業外費用は前年度比２３万７，

０００円減の６８万円を計上しております。


　　　　　第３項予備費、第１目予備費は前年度と同額の１０万円を計上して

おります。


　　　　　次に、収益的収入についてご説明いたしますので、１６ページにお

戻り願います。第１款漁業集落排水事業収益は前年度比１５３万７，

０００円増の２，１６２万９，０００円を計上しております。


　　　　　第１項営業収益は前年度比２万８，０００円減の２７３万７，００

０円を、漁業集落排水使用料として計上しております。


　　　　　第２項営業外収益は前年度比１５６万５，０００円増の１，８８９

万２，０００円を計上しております。


　　　　　第３目他会計補助金は前年度比１５５万６，０００円増の７６６万

１，０００円を計上しております。


　　　　　第５目長期前受金戻入は前年度と同額の１，１２２万１，０００円

を計上しております。


　　　　　次に、資本的支出についてご説明いたしますので、１９ページを御

覧願います。第１款漁業集落排水事業資本的支出は前年度比９７万７，
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０００円減の１，２１２万３，０００円を、第１項企業債償還金、第

１目建設改良等企業債償還金、第１節企業債償還金に下水道事業債、

公営企業会計適用債として８５３万円、３節資本平準化債元金償還金

に３５９万３，０００円を計上しております。


　　　　　次に、資本的収入についてご説明いたします。第１款漁業集落排水

事業資本的収入は前年度比９７万７，０００円減の１，２１２万３，

０００円を、他会計繰入金として計上しております。


　　　　　以上、議案第９号　令和８年度中泊町漁業集落排水事業特別会計予

算についてご説明申し上げました。 

〇塚本委員長　説明が終わりましたので、これから質疑を行います。質疑はあ

りませんか。 

　　　　　　　　　　　　（「なし」の声あり） 

〇塚本委員長　質疑がないようですので、議案第９号　令和８年度中泊町漁業

集落排水事業特別会計予算についての質疑を終わります。 

 

　　　　　　◎散会の宣告 

〇塚本委員長　以上で本日の日程は全部終了いたしました。 

　　　　　本日はこれで散会します。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　散会　午前１１時０６分 
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　　　　　　　　　令和８年中泊町議会予算特別委員会 

 

令和　８年　３月１１日（水曜日） 

 

〇議事日程　第２号 

　　　　１　議案第　３号　令和８年度中泊町一般会計予算について　　　　 

 

〇出席委員（１３名） 

　　　　１番　鈴　木　長一郎　君　　　　２番　田　中　　　洋　君 

　　　　３番　成　田　直　人　君　　　　４番　秋　元　　　隆　君 

　　　　５番　塚　本　悦　子　君　　　　６番　荒　関　富　雄　君 

　　　　７番　秋　田　　　博　君　　　　８番　兵　庫　桂　蔵　君 

　　　　９番　川　山　光　則　君　　　１０番　青　山　雅　晴　君 

　　　１１番　沖　崎　　　勲　君　　　１２番　野　上　憲　幸　君 

　　　１３番　長　利　　　司　君 

 

〇欠席委員（なし） 

 

〇出席説明員 

　　　　　町　　　　　長　　　　　　濱　舘　豊　光　君 

　　　　　副 町 長 
　　　　　兼 総 務 課 長　　　　　　三　上　晃　瑠　君 
　　　　　事 務 取 扱 

　　　　　教　　育　　長　　　　　　鈴　木　信　也　君 

　　　　　代 表 監 査 委 員　　　　　　外　﨑　良　造　君 

　　　　　財　政　課　長　　　　　　木　元　　　剛　君 

　　　　　総 合 戦 略 課 長　　　　　　越　野　進　一　君 

　　　　　税 務 会 計 課 長　　　　　　山　中　哲　哉　君 

　　　　　町　民　課　長　　　　　　古　川　明　彦　君 

　　　　　福　祉　課　長　　　　　　長谷川　朱　子　君 

　　　　　環 境 整 備 課 長　　　　　　鈴　木　輝　文　君 

　　　　　農　政　課　長　　　　　　古　川　　　優　君 

　　　　　水 産 商 工 観 光 　　　　　　　　　　　　　　　　　　鈴　木　統　生　君 
　　　　　課　　　　　長 
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　　　　　小 泊 支 所 長　　　　　　阿　部　弘　喜　君 

　　　　　教　育　課　長　　　　　　田　中　綾　人　君 

　　　　　上 下 水 道 課 長　　　　　　今　　　芳　文　君 

 

〇職務のため出席した事務局職員 

　　　　　事　務　局　長　　　　　　長　利　香代子　君 

　　　　　総 務 課 行 政 係　　　　　　白　川　　　隼　君 

　　　　　総 務 課 庶 務 係　　　　　　大　川　朝　央　君 

　　　　　議 会 事 務 局　　　　　　瓜　田　雅　也　君 
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　開議　午前１０時００分 

 

　　　　　　◎開議の宣告 

〇塚本委員長　ただいまの出席委員数は１３人です。定足数に達していますの

で、これから本日の会議を開きます。 

 

　　　　　　◎議案第３号の上程、説明、質疑 

〇塚本委員長　本日は、予算特別委員会に付託されました令和８年度中泊町一

般会計予算の審議を行います。 

　　　　　本日の議案の審査に先立ち、３月９日の予算特別委員会における議

案第４号　令和８年度中泊町国民健康保険特別会計予算において、議

案書の内容及び発言について訂正の申出がありましたので、これを許

可します。 

　　　　　古川町民課長。 

〇町民課長（古川明彦君）　３月９日の予算特別委員会にてご審議いただきま

した議案第４号　令和８年度中泊町国民健康保険特別会計予算におい

て、議案書の内容に一部誤りがございましたので、訂正させていただ

きます。 

　　　　　お手元に正誤表を配付しておりますので、ご確認くださいますよう

お願いいたします。委員の皆様におわび申し上げます。 

　　　　　なお、訂正した議案書を提出いたしましたので、何とぞよろしくお

願いいたします。 

〇塚本委員長　同じく議案第９号　令和８年度中泊町漁業集落排水事業特別会

計予算において、議案書の内容について訂正の申出がありましたので、

これを許可します。 

　　　　　今上下水道課長。 

〇上下水道課長（今　芳文君）　３月９日の予算特別委員会にてご審議いただ

きました議案第９号　令和８年度中泊町漁業集落排水事業特別会計予

算において、議案書の内容に一部誤りがございました。お手元に正誤

表を配付しておりますので、ご確認をお願いいたします。 

　　　　　委員の皆様には、心よりおわび申し上げます。 

　　　　　なお、訂正済みの議案書を提出させていただきましたので、何とぞ

よろしくお願い申し上げます。 
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〇塚本委員長　日程第１、議案第３号　令和８年度中泊町一般会計予算につい

てを議題にします。 

　　　　　本案について担当課長に説明を求めます。 

　　　　　木元財政課長。 

〇財政課長（木元　剛君）　議案第３号　令和８年度中泊町一般会計予算につ

いてご説明申し上げます。 

　　　　　初めに、令和８年度当初予算の編成経過についてご説明いたします。 

　　　　　令和８年度の予算編成に当たっては、将来も持続可能な財政運営を

念頭に、歳出の抑制を図るとともに、重要な課題は先送りせず、慎重

に選択し、重点的・効率的な配分に努めたところでございます。 

　　　　　本町の財政状況は、依然として自主財源及び経常的な一般財源が少

ないという財政構造が続いております。 

　　　　　少子高齢化・人口減少がすすむ中でも、豊かで住みよい町を目指し

て住民サービスが提供できるよう、将来を見据えた行財政運営に務め

て参ります。 

　　　　　こうして編成をみた令和８年度中泊町一般会計予算は、歳入歳出予

算の総額が歳入歳出それぞれ７９億５，７００万円となり、前年度当

初予算に対して４億８，１００万円の減となっております。 

　　　　　次に、歳入歳出予算の概要について、款・項を追って、ご説明申し

上げます。 

　　　　　予算書と別冊の令和８年度一般会計予算に関する参考資料でご説明

いたしますので、よろしくお願いいたします。 

　　　　　参考資料の２ページを御覧ください。歳入では、第１款町税で、対

前年度比７％増の１０億５，２５７万４，０００円、第２款地方譲与

税で４％減の７，０３３万３，０００円、第３款利子割交付金で倍増

の６０万円、第４款配当割交付金で１１３．３％増の３２０万円、第

５款株式等譲渡所得割交付金で２９０％増の３９０万円、第６款法人

事業税交付金で５５．３％増の１，３２０万円、第７款地方消費税交

付金で９．３％増の２億４，９７０万円、第８款環境性能割交付金で

１５％増の６９０万円、第９款地方特例交付金で４６６．７％増の８

５０万円、第１０款地方交付税で１．３％減の３７億９，５００万円、

第１１款交通安全対策特別交付金で５０％減の３０万円、第１２款分

担金及び負担金で２４７．７％増の３７万９，０００円、第１３款使
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用料及び手数料で６．４％増の１億１，０２５万５，０００円、第１

４款国庫支出金で１３．３％増の６億９，７８０万４，０００円、第

１５款県支出金で１８％減の９億３４９万１，０００円、第１６款財

産収入で２７．８％増の２，１９３万円、第１７款寄附金で２９．８

％減の８，５００万円、第１８款繰入金で３９．１％減の２億５，０

４７万１，０００円、第１９款繰越金で前年度と同額の７，０００万

円、第２０款諸収入で２１．３％減の２億５，４５６万３，０００円、

第２１款町債で３１．６％減の３億５，８９０万円を計上しておりま

す。


　　　　　３ページを御覧ください。歳出では、第１款議会費では、６．８％

増の８，２７９万８，０００円、第２款総務費では、９．６％減の１

１億３，９３２万３，０００円、第３款民生費では、２．５％減の１

４億７，８４１万３，０００円、第４款衛生費では、７．４％増の１

０億５，４７２万２，０００円、第５款労働費では、６５１．４％増

の５１６万２，０００円、第６款農林水産業費では、１２．５％減の

１０億９２万３，０００円、第７款商工費では、１１．２％増の１億

３，８８９万７，０００円、第８款土木費では、２％減の３億８，７

４１万４，０００円、第９款消防費では、１２．６％増の６億６，７

９５万１，０００円、第１０款教育費では、２７．４％減の７億２，

３５５万４，０００円、第１１款災害復旧費では、２８０％増の１万

９，０００円、第１２款公債費では、５．１％減の１２億７，２８２

万４，０００円、第１３款予備費では、前年度と同額の５００万円を

計上しております。


　　　　　次に、歳入歳出予算計上の主なものについて、歳出からご説明いた

します。 

　　　　　１６ページを御覧ください。右側の欄に予算書のページを記載して

おりますので、参考にしていただければと存じます。 

　　　　　第１款議会費は、総額８,２７９万８，０００円、対前年度比で５

２４万７，０００円の増となっております。人件費の増が主な要因で

ございます。 

　　　　　第２款総務費、第１項総務管理費、２番、生活応援乗合タクシー実

証運行事業では、小泊地域における乗合タクシーの実証運行経費６５

１万７，０００円を計上し、３番、地域密着型起業支援事業に、起業
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支援経費として、ローカル１００００プロジェクト８００万円、地域

おこし協力隊が行う起業への支援として１００万円を計上しておりま

す。 

　　　　　４番、情報システム標準化・共通化対応事業では、国が進める情報

システムの標準化・共通化に対応するための経費として、標準化対応

業務委託、ガバメントクラウド利用料等、合計で前年度比７，５３６

万円減の２億５１９万９，０００円を計上しております。


　　　　　第１項総務管理費の合計額は、対前年度比１億１，５１０万６，０

００円減の９億４，３９３万３，０００円となっております。 

　　　　　第２項徴税費、２番、税務総務費に、対前年度比１，０００万７，

０００円増の１，９５８万５，０００円を計上しております。確定申

告システム改修費等の増によるものであります。


　　　　　第２項徴税費の合計額は、１億１，１０１万３，０００円となって

おります。


　　　　　１７ページを御覧ください。第３項戸籍住民基本台帳費、２番、マ

イナンバー制度対応事業では、振り仮名通知書作成業務の終了により、

前年度と比較して、３４２万６，０００円減の５９６万円を計上して

おります。


　　　　　第３項戸籍住民基本台帳費の合計額は、６，１８５万７，０００円

となっております。


　　　　　第４項選挙費、１番、中泊町議会議員一般選挙費に１，７９５万８，

０００円、２番、青森県議会議員一般選挙費に２８８万５，０００円

を計上し、第４項選挙費には、合計２，０９７万円を計上しておりま

す。 

　　　　　第５項統計調査費では、令和７年国勢調査事業の終了により、前年

度比７６９万５，０００円減の８６万円を計上しております。 

　　　　　第６項監査委員費には、６９万円を計上しております。 

　　　　　次のページを御覧ください。第３款民生費、第１項社会福祉費、２

番、介護保険特別会計繰出事業に、対前年度比９９４万３，０００円

増の３億２，２１２万６，０００円を計上しております。 

　　　　　３番、総合福祉健康センター管理運営事業として、６，６４５万４，

０００円を計上しております。指定管理業務委託費の増が主な原因で

あります。 
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　　　　　４番、障害者自立支援給付事業に、３億７，１７７万７，０００円

を計上しております。 

　　　　　第１項社会福祉費には、対前年度比２，３８０万７，０００円増の

９億６，０３４万５，０００円を計上しております。 

　　　　　第２項児童福祉費では、３番、子どものための教育・保育給付事業

に３億４，０２５万４，０００円を、４番、子ども第三の居場所事業

に、今年度整備した第三の居場所の運営費として、１，２３１万９，

０００円を計上しております。


　　　　　第２項児童福祉費の合計額は、５億１，８０６万８，０００円、前

年度と比較しますと６，１０７万２，０００円の減となっております。 

　　　　　第４款衛生費、第１項保健衛生費、２番、保健事業に、集団健診等

に要する費用として２，４７９万３，０００円を計上しております。 

　　　　　３番、後期高齢者医療特別会計繰出金において、保険基盤安定、医

療給付費繰出の増等により対前年度比１，３０６万円増の２億３，１

１８万２，０００円を計上しております。 

　　　　　第１項保健衛生費は、対前年度比１，１７２万６，０００円増の５

億９００万１，０００円となっております。 

　　　　　１９ページを御覧ください。第２項清掃費、１番、一般廃棄物処理

基本計画策定事業に、計画策定業務委託費９５１万５，０００円を計

上しております。廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき策定す

るものであります。 

　　　　　２番、つがる西北五広域連合（環境整備事業）負担金として９，６

３０万５，０００円を計上しております。


　　　　　令和６年度で解散となった西北五環境整備事務組合の精算分の減及

び負担金の算出方法の細分化により、対前年度比３，４４１万２，０

００円の減となっております。


　　　　　３番、一般廃棄物最終処分場延命事業に、小泊一般廃棄物最終処分

場の延命化を図るため４，８３１万２，０００円を計上しております。 

　　　　　この事業につきましては、令和９年度までの継続費を設定し、事業

費総額は１億２，０７８万円となっております。


　　　　　第２項清掃費の合計額は、２億７，７６２万５，０００円、対前年

度と比較しますと１，７１６万４，０００円の増となっております。 

　　　　　第３項母子保健費では、１番、妊娠している方に給付金を支給する
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妊婦のための支援給付事業に３２５万円を計上し、第３項母子保健費

には、合計で１，７８６万５，０００円を計上しております。 

　　　　　第４項病院費には、対前年度比４３９万円増の１億９,０３２万５，

０００円を計上しております。 

　　　　　第５項上水道費には、高料金対策補助金及び物価高騰重点支援事業

として実施する基本料金減免事業、合計で５，９９０万６，０００円

を計上しております。 

　　　　　２０ページを御覧ください。第５款労働費、第１項労働諸費には、

対前年度比で４４７万５，０００円増の５１６万２，０００円を計上

しております。


　　　　　自治体提携融資制度貸付金の増によるものであります。


　　　　　第６款農林水産業費、第１項農業委員会費には、対前年度比６１万

円増の２，９５７万４，０００円を計上しております。 

　　　　　第２項農業費、２番、強い農業づくり総合支援事業に、米・大豆乾

燥調製貯蔵施設整備に係る補助金として、３億４，６０８万４，００

０円を計上しております。令和７年度からの継続事業であります。


　　　　　３番、物価高騰対応重点支援費に、種籾価格高騰支援に係る支援費

用１，０８８万１，０００円を計上しております。


　　　　　第２項農業費に、合計で対前年度比１億５，６５０万５，０００円

減の４億６，９５３万５，０００円を計上しております。 

　　　　　第３項畜産業費には、対前年度比１３万３，０００円増の７７１万

３，０００円を計上しております。 

　　　　　次のページを御覧ください。第４項農地費、２番、多面的機能支払

事業として１億３,５７１万９，０００円、３番、農業集落排水事業

特別会計補助金として２，８９２万１，０００円、４番、県営十三湖

地区経営体育成基盤整備事業として３，７５１万６，０００円を計上

し、第４項農地費の合計額は３億５，１８０万１，０００円、前年度

と比較しますと２１１万９，０００円の減となっております。 

　　　　　第５項林業費、１番、森林環境譲与税活用事業に、森林経営管理制

度意向調査業務や新生児への県産材を用いた積木を贈呈するための費

用、ナラ枯れ対策補助など１，０８４万円を計上し、２番、有害鳥獣

駆除・鳥獣被害防止総合対策事業に３８３万７，０００円を計上して

おります。
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　　　　　第５項林業費には、対前年度比２６１万５，０００円増の５，０２

６万１，０００円を計上しております。 

　　　　　第６項水産業費、２番、水産資源保全推進事業では、漁業協同組合

が実施する稚魚・稚貝の放流事業助成経費として８０万円を計上し、

３番、地域脱炭素養殖推進事業に、カーボンフリー養殖協議会及び未

利用魚等再資源化検討部会の開催経費７５万６，０００円を計上して

おります。 

　　　　　第６項水産業費の合計額は９，２０３万９，０００円となり、前年

度と比較しますと１，１９０万１，０００円の増となっております。 

　　　　　２２ページを御覧ください。第７款商工費、２番、観光事務費に、

対前年度比１２７万８，０００円増の２，１３５万２，０００円を計

上しております。宮越家ボランティアガイドの研修費用の補助を見込

んでおります。 

　　　　　３番、トレーラーハウス運営事業に、トレーラーハウスを宿泊施設

として活用するための管理運営費５０７万１，０００円を計上してお

ります。 

　　　　　第１項商工費の合計額は、対前年度比１，３９６万４，０００円増

の１億３，８８９万７，０００円となっております。 

　　　　　第８款土木費、第１項土木管理費には、対前年度比４０３万２，０

００円減の４，０９０万２，０００円を計上しております。 

　　　　　第２項道路橋梁費、１番、道路新設改良費に、宮野沢・尾別・薄市

地区の側溝整備費用等１，９６３万１，０００円を計上し、２番、防

雪対策費に、除排雪経費等の他、除排雪状況を可視化して情報提供す

るためのシステムを構築する除排雪ＧＰＳ導入費用１，３００万８，

０００円を計上しております。 

　　　　　３番、橋梁長寿命化事業に、橋梁定期点検業務委託費及び稲穂橋補

修工事費等合計で２，００１万１，０００円を計上しております。


　　　　　第２項道路橋梁費の合計額は、対前年度比９９７万３，０００円増

の２億１，２４４万円となっております。 

　　　　　第３項河川費、２番、河川維持事業に、苗代沢川及び宮野沢川の護

岸工事費用等として５０８万４，０００円を計上しております。


　　　　　第３項河川費の合計額は、対前年度比８３２万８，０００円減の２，

８１６万３，０００円となっております。
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　　　　　２３ページを御覧ください。第４項都市計画費には、対前年度比２

９５万８，０００円減の１，６０１万円を計上しております。 

　　　　　第５項住宅費、１番、公営住宅維持管理事業に、さわやか団地６棟

の外壁改修工事４，９４６万７，０００円など、合計で７，２４８万

４，０００円を計上しております。 

　　　　　２番、既設公営住宅改善事業に、空き家住宅の解体工事費７７８万

８，０００円を計上しております。


　　　　　第５項住宅費の合計額は、対前年度比２７０万６，０００円減の８，

９８７万８，０００円となっております。 

　　　　　第６項土地開発基金費に２万１，０００円を計上しております。 

　　　　　第９款消防費、第１項消防費、１番、常備消防費に、対前年度比８，

１５０万６，０００円増の６億１，４３３万３，０００円を計上して

おります。 

　　　　　北部中央消防署に整備する救助工作車に係る負担金６，５７８万３，

０００円の増が主な要因となっております。 

　　　　　３番、災害対策費に、Ｊ―ＡＬＥＲＴ設備の改修経費６９０万８，

０００円など、１，２５６万８，０００円を計上しております。 

　　　　　第１項消防費の合計額は、６億６，７９５万１，０００円、前年度

と比較しますと７，４５９万１，０００円の増となっております。 

　　　　　２４ページを御覧ください。第１０款教育費、第１項教育総務費、

２番、公設塾運営事業に、町内の小学４年生から中学３年生までの児

童・生徒を対象とした公設塾運営業務委託費など１，５８１万７，０

００円を計上しております。 

　　　　　３番、先進的学校教育推進事業では、オンライン英語教育運営業務

委託費など２，２５０万９，０００円を計上しております。 

　　　　　４番、中里地域小中学校整備事業に、中里地域小中学校の整備に向

けた基本・実施設計業務委託２，５２２万５，０００円を、中里中学

校の一時移転に向けた旧中里高校改修工事２，６８７万３，０００円

を計上しております。 

　　　　　第１項教育総務費の合計額は、対前年度比２，２７９万６，０００

円減の２億５，５３９万６，０００円となっております。 

　　　　　第２項小学校費に、管内小学校の運営経費として８，３１１万５，

０００円を計上しております。 
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　　　　　第３項中学校費に、管内中学校の運営経費及び外国青年招致経費と

して合計６，１２８万１，０００円を計上しております。 

　　　　　第４項小中一貫校費に、２，５５６万１，０００円を計上しており

ます。 

　　　　　２５ページを御覧ください。第５項社会教育費、２番、町史編さん

事業に、対前年度比４６８万３，０００円増の６２５万８，０００円

を計上しております。来年度から立ち上がる専門部会の経費等を見込

んでおります。 

　　　　　３番、宮越家保存・活用事業では、保存活用計画の策定費用や文化

財修復費用など合計で８５１万１，０００円を計上しております。 

　　　　　第５項社会教育費には、対前年度比２億７，１４８万２，０００円

減の１億５，４９９万２，０００円を計上しております。 

　　　　　第６項保健体育費、１番、保健体育総務費に、地域クラブ活動費４

１４万１，０００円など、合計で９４８万８，０００円を計上してお

ります。


　　　　　３番、学校給食センター整備事業に、滅菌保管庫及び給食配送車の

更新費用として、１，５９３万３，０００円を計上しております。


　　　　　第６項保健体育費には、対前年度比７１２万５，０００円増の１億

４，３２０万９，０００円を計上しております。


　　　　　第１１款災害復旧費に１万９，０００円を計上しております。


　　　　　２６ページを御覧ください。第１２款公債費では、１番、町債償還

元金に１２億１，１９７万４，０００円、２番、町債償還利子に５，

９１５万１，０００円、３番、一時借入金利子に１６９万９，０００

円、合計で、対前年度比６，７９６万６，０００円減の１２億７，２

８２万４，０００円を計上しております。 

　　　　　第１３款予備費については、前年度と同額の５００万円を計上して

おります。 

　　　　　以上で歳出の主なものについての説明を終わらせていただきます。 

　　　　　続きまして、歳入の主なものについてご説明申し上げます。歳入に

つきましては、予算書にてご説明申し上げます。 

　　　　　予算書の１２ページを御覧ください。２、歳入。第１款町税、第１

項町民税で、農業収入の増等により、対前年度比３，９１７万３，０

００円増の３億５，８２４万７，０００円を計上しております。 
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　　　　　第２項固定資産税で、対前年度比３，１７０万円増の５億６，６４

６万５，０００円を計上しております。 

　　　　　わがまち特例による固定資産税の減免期間が終了したことによる増

が主な要因であります。 

　　　　　１３ページを御覧ください。第３項軽自動車税で、１０５万４，０

００円減の４，１３４万７，０００円、第４項たばこ税で６７万９，

０００円減の８，６５１万５，０００円を計上しております。 

　　　　　第２款地方譲与税、第１項地方揮発油譲与税で６６０万円減の８４

０万円、第２項自動車重量譲与税で２１０万円増の４,７１０万円、

第３項森林環境境譲与税で１５３万3，０００円増の１，４８３万３，

０００円を計上しております。 

　　　　　１４ページを御覧ください。第３款利子割交付金から第８款環境性

能割交付金までにつきましては、前年度の決算見込み額及び国の地方

財政計画を参考に計上しております。 

　　　　　１５ページを御覧ください。第９款地方特例交付金では、地方揮発

油譲与税の減収補てん分を見込み、対前年度比７００万円増の８５０

万円を計上しております。 

　　　　　第１０款地方交付税は、５，０００万円減の３７億９，５００万円

を計上しております。 

　　　　　普通交付税において、令和７年国勢調査による人口減の影響及び公

債費算入の減を見込み、対前年度比５，０００万円減の３４億５，０

００万円、特別交付税で前年度と同額の３億４，５００万円を計上し

ております。 

　　　　　第１１款交通安全対策特別交付金に、３０万円を計上しております。 

　　　　　第１２款分担金及び負担金に、老人保護措置費負担金３７万９，０

００円を計上しております。 

　　　　　第１３款使用料及び手数料、第１項使用料では、１７ページを御覧

ください。対前年度比６８１万４，０００円増の１億４４２万７，０

００円を計上しております。 

　　　　　ふれあいセンター・コテージ使用料で、前年度比５３３万８，００

０円増の８０４万６，０００円、トレーラーハウス宿泊料に６０３万

９，０００円を見込んでおります。 

　　　　　第２項手数料では、１８ページを御覧ください。前年度比１４万８，
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０００円減の５８２万８，０００円を計上しております。 

　　　　　第１４款国庫支出金、第１項国庫負担金では、１９ページを御覧く

ださい。対前年度比１，４７２万６，０００円減の４億７，９２８万

７，０００円を計上しております。 

　　　　　第２項国庫補助金では、第１目総務費補助金で、物価高騰対応重点

支援地方創生臨時交付金６，５００万円、第４目土木費補助金で、２

０ページを御覧ください。公営住宅家賃低廉化事業に係る補助金とし

て社会資本整備総合交付金（公営住宅管理分）４，５６３万８，００

０円など、合計で対前年度比９，５５３万６，０００円増の１億９，

３２８万１，０００円を計上しております。 

　　　　　第３項国庫委託金では、対前年度比１３１万７，０００円増の２，

５２３万６，０００円を計上しております。 

　　　　　第１５款県支出金、第１項県負担金では、２１ページを御覧くださ

い。前年度比５３万６，０００円減の２億６，１５２万８，０００円

を計上しております。 

　　　　　第２項県補助金では、２３ページを御覧ください。前年度比１億８，

２４２万１，０００円減の６億１，４３８万２，０００円を計上して

おります。強い農業づくり総合支援交付金の減が主な要因であります。 

　　　　　第３項県委託金では、２４ページを御覧ください。対前年度比１，

４８２万１，０００円減の２，７５８万１，０００円を計上しており

ます。 

　　　　　第１６款財産収入、第１項財産運用収入では、２５ページを御覧く

ださい。４７６万７，０００円増の２，１９２万８，０００円を計上

し、第２項財産売払収入に２，０００円を見込んでおります。


　　　　　第１７款寄附金では、３，６００万１，０００円減の８，５００万

円を見込んでおります。 

　　　　　第１８款繰入金、第１項基金繰入金、第１目財政調整基金繰入金で、

財源調整のため、財政調整基金繰入金２億１，５２６万４，０００円

を見込んだほか、減債基金繰入金など合計で、２６ページを御覧くだ

さい。対前年度比１億６，０８３万円減の２億５，０４７万１，００

０円を計上しております。 

　　　　　第１９款繰越金に前年度と同額の７，０００万円を見込んでおりま

す。 
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　　　　　第２０款諸収入、第１項延滞金加算金及び過料に８９万３，０００

円、第２項町預金利子に２６３万３，０００円、第３項貸付金元利収

入に、自治体提携融資制度貸付金元利収入など合計で１，０４９万７，

０００円、第４項受託事業収入に８４万１，０００円を見込んでおり

ます。 

　　　　　２７ページを御覧ください。第５項雑入で、２９ページを御覧くだ

さい。対前年度比８，１４２万２，０００円減の２億３，９６９万９，

０００円を計上しております。 

　　　　　情報システム標準化事業費の減に伴うデジタル基盤改革支援補助

金、子ども第三の居場所建設事業の終了に伴う開設費助成金の減が主

な要因であります。 

　　　　　第２１款町債についてご説明申し上げます。第１目衛生債から、３

０ページを御覧ください。第４目教育債まで、対前年度比１億６，６

１０万円減の３億５，８９０万円を計上しております。 

　　　　　なお、各地方債の起債区分や事業費等の詳細につきましては、予算

に関する参考資料１３ページの「令和８年度、地方債充当事業一覧」

をご参照くださればと存じます。 

　　　　　これで歳入の説明を終わります。 

　　　　　続きまして、継続費、債務負担行為、地方債についてご説明申し上

げます。 

　　　　　予算書の８ページを御覧ください。第２表、継続費では、第４款衛

生費、第２項清掃費、一般廃棄物最終処分場延命事業について、令和

８年度から令和９年度まで、総額１億２，０７８万円にて設定するも

のであります。 

　　　　　第３表、債務負担行為では、保健指導車再リース料など４事業につ

いて、期間及び限度額を定め、計上しております。 

　　　　　９ページを御覧ください。第４表、地方債では、子ども医療費給付

事業から学校給食センター施設整備事業まで１８事業について、年利

率５．０％以内、限度額合計で３億５，８９０万円としたほか、起債

方法及び償還方法を定め、計上しております。 

　　　　　最後に、令和８年度一般会計予算に関する参考資料の１０ページを

御覧ください。


　　　　　平成２６年度以降に引き上げられた消費税分については、社会保障
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経費に充てることとなっております。 

　　　　　令和８年度は、引上げ分を１億４，３７０万円と見込んでおり、そ

の充当額を表にまとめましたので、参考にしていただければと存じま

す。 

　　　　　次のページを御覧ください。こちらは、既発債、令和７年度及び令

和８年度発行見込分を織り込み、地方債償還額の推移・推計を起債区

分別にまとめたものであります。 

　　　　　こちらにつきましても参考にしていただければと存じます。 

　　　　　以上、議案第３号　令和８年度中泊町一般会計予算についてご説明

申し上げました。 

〇塚本委員長　お諮りします。 

　　　　　本案に対する質疑は、歳入と歳出を分けて行いたいと思います。ご

異議ありませんか。 

　　　　　　　　　　　　（「異議なし」の声あり） 

〇塚本委員長　異議なしと認めます。 

　　　　　したがって、質疑は歳入と歳出を分けて行うことに決定しました。 

　　　　　なお、ご質問の際は、予算書のページを示して簡潔にお願いします。 

　　　　　議案第３号の歳入に対する質疑を行います。質疑ありませんか。 

　　　　　荒関委員。


〇荒関委員　１６ページ、歳入、土木使用料の公共物使用料、風力発電用地と

なっていますけれども、これはどこを示しているのでしょうか。場所

とか、例えば面積とかあったら、詳しくお知らせ願えればと思います。 

〇塚本委員長　担当課長。


〇環境整備課長（鈴木輝文君）　荒関委員のご質問にお答えいたします。 

　　　　　この用地に関しましては、津軽風力発電株式会社、また日本風力エ

ネルギー株式会社、そして津軽パワー株式会社に貸しております用地

の使用料となっております。


〇塚本委員長　荒関委員。


〇荒関委員　貸付けしている用地の使用料は分かりますけれども、だからどこ

を指しているのかという場所的なことを聞いているのですけれども、

いろいろ箇所いっぱいあるのか。


〇塚本委員長　担当課長。


〇環境整備課長（鈴木輝文君）　箇所数はかなりありますけれども、法定外と
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して町が所有しております、町が管理しております敷地の貸出料金分

となっております。


〇塚本委員長　荒関委員。


〇荒関委員　すみません、今の説明、ちょっと私には理解できないのですけれ

ども、法定外の……。農道とか……。


〇塚本委員長　町長。


〇町長（濱舘豊光君）　今荒関委員からのご質問、細々あるのですけれども、

例えば日立さんがやっている十三湖の長泥のところは、配架線とかで

町の公有地にやっているし、あと尾別のほうの風車ですと、送電線を

道路の横をずっと引っ張っていくのに料金いただいているのと、あと

橋も町の橋に送電線が引っかかっているところもあるので、そういう

部分全部合わせてこの収入になってございます。


　　　　　以上であります。


〇塚本委員長　ほかに質問ありませんか。


　　　　　荒関委員。


〇荒関委員　２９ページの土木債なのですけれども、除排雪のＧＰＳのシステ

ム整備事業、この事業の詳しい内容をお知らせ願えればと思いますけ

れども。


〇塚本委員長　担当課長。


〇環境整備課長（鈴木輝文君）　荒関委員のご質問にお答えいたします。 

　　　　　本年豪雪に見舞われまして、県のほうからも要請のありました事業

となっております。各除雪機械のほうにそれぞれＧＰＳを取り付ける

ことによって、リアルタイムで除雪機の稼働状況が把握できることと

なります。それに伴いまして、県内自治体の、それぞれの自治体の情

報もある意味広域連携を取ることによってリアルタイムで確認するこ

とができるということで、地域連携も図れることになります。除雪の、

その現状のリアルタイムで図ることによって、その除雪の効率化とい

うことでも推進できるものと考えております。


　　　　　以上でございます。


〇塚本委員長　荒関委員。


〇荒関委員　今まではタコメーターとかなんとかで稼働状況等を把握していた

のを、今度は全てこのシステムが入れば、どれぐらい機械が稼働して

いるのかというのを答え一発で分かるのですか。
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〇塚本委員長　担当課長。


〇環境整備課長（鈴木輝文君）　今までは、稼働状況というのは、除雪が終わ

った後に定期的に報告書を出してもらって、その段階でメーターとか

の確認をして稼働状況を把握できる状態となっておりましたが、今後

は実際走っている段階で状況が確認できることになるということでご

ざいます。


〇塚本委員長　ほかに質疑ありませんか。


　　　　　　　　　　　　（「なし」の声あり） 

〇塚本委員長　質疑がないようですので、歳入に対する質疑を終わります。


　　　　　議案第３号の歳出に対して質疑を行います。 

　　　　　お諮りします。歳出に対する質疑は各款ごとに行いたいと思います。

ご異議ありませんか。 

　　　　　　　　　　　　（「異議なし」の声あり） 

〇塚本委員長　異議なしと認めます。 

　　　　　したがって、歳出に対する質疑は各款ごとに行うことに決定しまし

た。 

　　　　　第１款議会費に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

　　　　　　　　　　　　（「なし」の声あり） 

〇塚本委員長　質疑がないようですので、第１款議会費に対する質疑を終わり

ます。 

　　　　　第２款総務費に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

　　　　　荒関委員。


〇荒関委員　ページは３５ページ、使用料及び賃借料の中で、ここに町長の送

迎車の借上料３００万計上されていますけれども、これはタクシーの

使用料だと思いますけれども、前に車をリースしていたときとどれぐ

らいの価格差があるのか。本来であれば、計算できていればいいので

しょうけれども、タクシー使う前は借上料が幾らであったのかどうか、

そういう対比したものございますか。


〇塚本委員長　担当課長。


〇副町長（三上晃瑠君）　ただいまの荒関委員のご質問にお答えします。 

　　　　　詳細の資料は、ちょっと持ち合わせておりません。ただし、前に公

用車を活用していたときは、リース料、燃料費、そして運転手職員の

人件費ということで、私の記憶では９００万を超える費用が発生して
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いたと。今回タクシーにすることによって３分の１以下に抑えられて

いると、私の認識であります。


　　　　　以上です。


〇塚本委員長　ほかに質疑ありませんか。


　　　　　　　　　　　　（「なし」の声あり） 

〇塚本委員長　質疑がないようですので、第２款総務費に対する質疑を終わり

ます。 

　　　　　第３款民生費に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

　　　　　　　　　　　　（「なし」の声あり） 

〇塚本委員長　質疑がないようですので、第３款民生費に対する質疑を終わり

ます。 

　　　　　第４款衛生費に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

　　　　　　　　　　　　（「なし」の声あり） 

〇塚本委員長　質疑がないようですので、第４款衛生費に対する質疑を終わり

ます。 

　　　　　第５款労働費に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

　　　　　　　　　　　　（「なし」の声あり） 

〇塚本委員長　質疑がないようですので、第５款労働費に対する質疑を終わり

ます。 

　　　　　第６款農林水産業費に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

　　　　　　　　　　　　（「なし」の声あり） 

〇塚本委員長　質疑がないようですので、第６款農林水産業費に対する質疑を

終わります。 

　　　　　第７款商工費に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

　　　　　　　　　　　　（「なし」の声あり） 

〇塚本委員長　質疑がないようですので、第７款商工費に対する質疑を終わり

ます。 

　　　　　第８款土木費に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

　　　　　川山委員。


〇川山委員　土木費の中の関連でちょっと質問いたします。


　　　　　町長に伺います。私は、前に質問で国道３３９のお話をしたとき、

今思案中だということで、ルートがなかなか確定していないという答

弁あったと思いますけれども、脇元、記憶にありますよね。脇元周辺、
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折戸の、私のほうは折戸の管内ですけれども、その後予算にも何か、

何もないようですので、何かいい案が出て、計画の進み具合はどうな

っていますか、町長。


〇塚本委員長　町長。


〇町長（濱舘豊光君）　ただいまの川山委員からのご質問、いわゆる３３９号

線の五所川原からずっと小泊まで行く途中のバイパス化の話で、今県

のほうと話をしているというふうにお話をした内容だと思いますが、

実は今年の２月の大雪、豪雪の災害救助法適用の頃に県のほうに要望

書を持っていく段取りをしていたのですが、突然災害救助法の発令が

あって、それが繰延べになって要望書を上げられなくなっておりまし

た。


　　　　　その要望が何かと申しますと、３３９号、五所川原北インターを下

りてきて、こめ米ロードに曲がるところからの道路について、今は嘉

瀬からずっと村中を走ってきて、小泊までずっと行っているわけです

けれども、そのバイパス化について五所川原市と中泊町から要望を上

げれば、県のほうで検討に入ることができるかもしれないということ

で要望書を上げる予定にしていたのですが、スケジュール立て直しに

なっておりまして、現在要望をまだしていない状況になっています。

要望してから具体的に県のほうがどういうふうな形で考えていくのか

を検討いただけることになろうかと思っております。期待をしている

ところであります。


〇塚本委員長　川山委員。


〇川山委員　我々も期待をしているところですけれども、何か県のほうでも新

聞等でですけれども、この半島のほうを考えるという話で、外ケ浜の

ほうは汽車の関係で道路をあそこ直していくと、蟹田から三厩だか、

そういう話も新聞にずっと載っていたので、うちらのほうも期待をし

ているところですので、ひとつよろしくお願いして、進めていただき

たいと思います。


〇塚本委員長　町長。


〇町長（濱舘豊光君）　先ほど災害救助法の時期に要望に上がる予定だという

話をしていますが、２月の１８日に書面で五所川原市と中泊町から連

名で３３９のバイパス整備について検討いただきたいという書面での

要望はもう既に出しているところであります。今後何らかの回答なり
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動きが県側のほうで出てくるものと期待しております。


　　　　　今お話のあった遠くのほうの今別から蟹田に抜けてくる危険箇所に

ついては、県のほうがルートをもう一回変更して、安全な道路を造る

作業に入っているというのは報道を通して承知しているところであり

ます。それ以上のことは我々もまだ情報を持っておりません。


　　　　　以上であります。


〇塚本委員長　ほかに質疑ありませんか。


　　　　　鈴木委員。


〇鈴木委員　ページ数の９０ページなのですけれども、防雪柵補修材料という

のは、これはどこの場所の材料になっているのでしょうか。


〇塚本委員長　担当課長。


〇環境整備課長（鈴木輝文君）　鈴木委員の質問にお答えします。 

　　　　　防雪柵の補修材料というのは、ボルト関係、ナット関係とか単管関

係とか場所を特定することではなくて、それに必要な原材料費という

ことになります。


〇塚本委員長　鈴木委員。


〇鈴木委員　私は、町内歩いてみて、旧竹田地区の防雪柵なのですけれども、

かなり老朽化しているみたいで、もうさびもひどいし、何か上のほう

のつなぎが落ちてきているとか、そういうものがあれば災害につなが

るのであればちょっと困るので、事前にちょっと調査して、あれする

ようにしていただけないものでしょうか。


〇塚本委員長　担当課長。


〇環境整備課長（鈴木輝文君）　委員のご質問にお答えします。 

　　　　　まずは現状を確認させていただいて、対応についてちょっと検討さ

せていただきたいと思います。


〇塚本委員長　町長。


〇町長（濱舘豊光君）　防雪柵の傷みの状況については、昨年あたりから認識

しておりまして、今年の冬に入る前に防雪柵、町内全部の防雪柵を、

立った時点で点検するように指示しておったところでありました。


　　　　　なぜ指示したのかというと、大分防雪柵古くなって、もうさびてし

まっているところもあれば、新しいところもあるわけです。それら全

体を把握しながら、一気にやることはできませんので、県の区分とか

町の区分とかありますので、どういうふうに今後時間をかけて直して
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いくのかということの作業に入るためにもう既に調査をしているとこ

ろでありました。残念ながら、まだその計画を立てるところまではい

っていませんが、町としてもちゃんと把握に動いているということは

ご理解いただきたいと思っております。


〇塚本委員長　鈴木委員。


〇鈴木委員　分かりました。ありがとうございます。いろんな情報とかもらう

のは、やっぱり各自治会の会長とかもいると思いますので、いろんな

情報をもらって早急にやっていただければ、災害は未然に防ぐものと、

そのようになっていますので、どうかひとつよろしくお願いします。


〇塚本委員長　ほかに質疑ありませんか。


　　　　　田中委員。


〇田中委員　９２ページお願いします。公園費、工事請負費の陸上競技場ウレ

タン補修工事４９万５，０００円とありますけれども、これもまた以

前にも質問させていただいたのですけれども、令和３年に中泊町運動

公園陸上競技場の整備を求める請願が提出され、我々委員会で審査を

した後、本会議で採択されました。要望項目としては、公認競技場と

しての改修措置であります。陸上競技場は公認に必要な要件を満たせ

ず、令和２年に公認取消しとなっております。その後本会議でたびた

び議論されてきたわけなのですけれども、ここ数年５０万円程度の軽

微な補修が数年なされているだけで、この点から見ても町単独ででき

るのがこの辺が限界なのではないかなと私個人的には思っています。


　　　　　請願というのは、採択されたとしても直ちに実現を強制する法的な

拘束力ももちろんないですし、しかし、でも請願というのは日本国憲

法で認められた国民の大切な権利でございますから、町としては真摯

に向き合う必要が当然あるわけです。町として財源とか、使用するの

が町民だけではないと、そういった理由から町単独の改修工事は現実

的ではないと。県や近隣自治体と協議しながら問題と向き合っていく

と、そのような見解を示してくれました。町として様々な働きかけを

してくれているのは私も知っています。大変苦労していると本当に思

っております。


　　　　　一応それらを踏まえた上で改めてお伺いいたします。公認競技場実

現に向けた今後の動きや見通しをお答えください。


〇塚本委員長　町長。
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〇町長（濱舘豊光君）　陸上競技場の件に関しましては、過去にも何度も沖崎

委員とかご質問を頂戴して、今田中委員のほうからお話のあったよう

な動きをしてきたわけでありますが、最新の情報として、昨年西北圏

域で知事のところに要望に行った際に、町単独の要望として、今の運

動公園の陸上競技場の整備について県の支援をお願いできないかと、

広域で対応するという前提でお願いできないかというお話をしたとこ

ろ、県のほうから各自治体に対して広域で使用する施設についての整

備計画はあるかという調査があったところであります。それに対して

は、現時点で我が町で運動公園を整備するというか、補修していく具

体的な計画はなかったものですから、今後ということでお答えをして

あったわけでありますが、先日知事のほうから直接私話しかけられま

して、県として広域で使用する、そういう施設についての整備を支援

する制度をつくったと。残念ながら、中泊が最初にならないで、南部

町のふくちアイスアリーナが対象になったのですがと、残念ですとい

うお話をいただいたのですが、私とすれば県で、せっかく広域で使用

する施設について、地元が整備するときに補助金を用意してくれると

いうお話があったものですから、それを前提にして、今この地域の広

域でもう一度県の意向を示しながら、どういうふうに進めていけばい

いのかを意見調整したいなと思っております。


　　　　　その後のことについては、教育委員会のほうで今るる検討しており

ますので、教育委員会のほうからお答えをさせていただきたいと思っ

ております。


〇塚本委員長　教育担当課。


〇教育課長（田中綾人君）　田中委員のご質問に、町長のほうから、ちょっと

補足としてお伝えしたいと思いますけれども、この町長申し上げまし

た補助金、青の煌めきスポーツ施設整備事業費補助というものでござ

います。これに関しましては、広域的な拠点性との観点から、機能の

維持確保が求められるスポーツ施設について、国スポ・障スポを契機

に３分の２以内の工事費、設計費、そういったものを補助するという

ことでして、先ほど町長申し上げたとおり、令和８年度は南部町のふ

くちアリーナの改修の設計費用に補助するということでございます。

もちろん町長も頑張ったのですけれども、議員の皆様も県のスポーツ

健康課に行っていただいたりとか、それから県議会での一般質問もご
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ざいました。様々な方のご尽力があって、県が一定の支援の方向を示

したものというふうに思っております。


　　　　　以上です。


〇塚本委員長　ほかに質疑ありませんか。


　　　　　鈴木委員。


〇鈴木委員　９３ページのさわやか団地、これは外壁改修工事なのですけれど

も、これはさわやか団地でよろしいのでしょうか。そして、何棟ほど

やるに当たって、この金額になるのか、お願いします。


〇塚本委員長　担当課長。


〇環境整備課長（鈴木輝文君）　鈴木委員のご質問にお答えいたします。 

　　　　　まず、さわやか団地で間違いございません。さわやか団地が建設か

ら２０数年たっておりまして、外壁のほうが相当傷んできております。

現在計画的に令和５年度から……。対象戸数は全体で４０棟あるので

すけれども、令和７年度まで１０棟をもう外壁改修済みでございます。

今年度外壁を３棟ずつ、６棟改修予定となっております。


〇塚本委員長　ほかに質疑ありませんか。


　　　　　沖崎委員。


〇沖崎委員　今２番、田中委員の運動公園の質問に関連するわけですけれども、

彼は今陸上競技場を指したわけなのですけれども、今町長の答弁を聞

いておりますと、南部町は運動公園と。中泊は運動公園、総合的な計

画をと思っていいのか、町長。野球場もだし、競技場もだし、町長が

しゃべるそれ、総合的に運動公園を直すのだと、それ、そう聞いても

いいわけですか、町長。


〇塚本委員長　町長。


〇町長（濱舘豊光君）　頭の中で運動公園全体というふうにお答えをしたつも

りはないわけでありますが、私がお話ししたのは、あくまでも広域で

使う陸上競技場とか体育館だとかプールだとか、そういう意味でお話

をしたところであります。運動公園、一頃各自治体がそれぞれ総合運

動公園という形で整備した時期があったわけでありますが、最近の状

況から、首長さんたちとお話をしている状況から私の所感を申し上げ

ますと、今は町単独で総合運動公園を維持していくような時代ではな

いと。地域にある施設で今使えるものをできるだけ広域で使いながら、

シェアしながらやっていく時代であるというふうに考えております。
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例えば陸上競技場であれば中泊町、体育館であればつがる市の体育館、

プールであれば鰺ケ沢のプール、これが現実にも広域で大会で使われ

ている施設ということで、県も今回つくった補助制度につきましては、

そういう趣旨で補助していこうという動きになっておりますので、町

としてもその動きの中で今ある運動公園をどのようにしていくのかと

いうことを考えていきたいなということであります。


　　　　　以上であります。


〇塚本委員長　沖崎委員。


〇沖崎委員　競技場だけというふうに考えてもいいわけだよな。ただ、万が一

とも思わないばって、競技場が、陸上競技場が直したと。せば、野球

から文句来るわけだ。その分は町でももつ、私が考えるのは、あれ何

ぼかかるものだかと。ただ、その金額にもあるのだけれども、競技場

は確かに２億から３億かかるのだということは聞いておりますけれど

も、野球に関してはそうかからないのだば、町で持ち出しでもできな

いかと、教育委員会。


〇塚本委員長　担当課長。


〇教育課長（田中綾人君）　ただいまの野球場の改修費ということでお答えい

たします。


　　　　　バックボードの件だというふうに理解しておりますけれども、一時

期これ幾らかかるのかということで見積もったわけでありますが、５，

０００万かかるということでして、それでちょっと一時停止している

ということでございます。


〇塚本委員長　町長。


〇町長（濱舘豊光君）　補足をさせていただきます。


　　　　　恐らく５，０００万といえば、どのレベルまでやって５，０００万

という話になるのですよ。今高校野球の地区予選ができるような、例

えばプロ野球を呼べるような施設となれば５，０００万でも全然足り

ないわけです。場所も新たに造らなければいけない。ただ、うちの町

の子供たちがあそこで野球の練習をしたり、試合をしたりするレベル

であれば、それほどお金かからなくてもできるのではないかなと思っ

ております。


　　　　　ただ、今申し上げたかったのは、テニスコートであればどの範囲で

使うためのテニスコートを維持していくのか。今陸上競技場が問題に
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なっているのは、広域で、しかも公認の記録を持ちながら、県の大会、

上の大会に行けるようにするためにどうすればいいかと考えたときに

は、以前もお答えしているとおり、公認グラウンドにするためには、

オプションありますけれども、３億から上を見れば切りがないくらい。

例えばスタンドを造るとかとなれば限りないわけですけれども、公認

を取るためという条件でいけば、３億から、そのくらいでいける。野

球場でいけば、中学生、小学生があそこにいてやるために、危険のな

いようなものであれば、それほど金かけなくてもできる。ただ、電光

掲示板を造って、得点ボードまで全部やるとか、ナイター照明造ると

なれば、それなりの額がかかる。ただ、それぞれのレベルによってど

ういう施設を維持していくのかという観点で変わってくるのではない

かなと思っております。


　　　　　もう一回申し上げますけれども、運動公園全体を今までと同じよう

に、もしくはそれよりも以上の形の機能を持たせて整備していくとい

う考えは今のところはありませんが、それぞれあるものを使っていく

という観点においての補修等については今後もやっていきたいなと思

っております。


　　　　　以上であります。


〇塚本委員長　ほかに質疑ありませんか。


　　　　　　　　　　　　（「なし」の声あり） 

〇塚本委員長　質疑がないようですので、第８款土木費に対する質疑を終わり

ます。 

　　　　　第９款消防費に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

　　　　　荒関委員。 

〇荒関委員　ページは９７ページになるのかな、災害対策費の委託料にＪ―Ａ

ＬＥＲＴの整備改修とか、補修点検とか予算盛られておりますけれど

も、これは防災無線とはどう絡むのか、そこら辺詳しくご説明いただ

ければと思います。 

〇塚本委員長　副町長。 

〇副町長（三上晃瑠君）　ただいまの荒関委員のご質問にお答えします。 

　　　　　Ｊ―ＡＬＥＲＴ設備改修、委託料というのは、防災無線とどのよう

に絡むかと今のご質問でございましたけれども、まず防災無線につき

ましては３月末をもって終了となります。現在委員ご存じのとおり、



- 48 -

中泊町公式ライン、そしてまた一斉送信配信、ラインをやっていない

方の登録された方に情報をお届けするということで行っております。

今回消防庁で新たな気象防災、気象情報に対応するためのシステム更

新を予定しております。これは、弾道ミサイルとか緊急地震速報、津

波警報、気象警報などの情報を伝達、新たな気象情報に対応するため

ということで、町のほうではこのシステム更新をすることで自動的に

町の公式ライン、一斉情報配信に、全国情報システム、防災情報等が

町民の方に流れていくということになります。今までは、この全国瞬

時、Ｊ―ＡＬＥＲＴになりますけれども、今までは緊急速報メール、

皆様の携帯をお持ちの方に緊急速報メール入ります。そのような形で

入っておりますけれども、引き続きまた皆様にはそのような形で気象

庁の発表した情報等はお届けになるということで、よろしくお願いし

ます。 

　　　　　防災行政無線のほうは３月で閉じますが、それとは別に町のほうで

情報を受け取るための、国の消防庁のシステム改修に合わせた町のシ

ステムの更新ということでご理解をお願いします。 

〇塚本委員長　荒関委員。 

〇荒関委員　大体分かるのだけれども、そうすればこれは町が総務省から出た

ものを受けるための整備ということでよろしいのですよね、確認です。 

〇塚本委員長　副町長。 

〇副町長（三上晃瑠君）　町のほうで新たに受けるために対応できるようにす

るために機器の取替えになります。 

　　　　　以上です。 

〇塚本委員長　ほかに質問ありますか。 

　　　　　鈴木委員。 

〇鈴木委員　今副町長のほうから防災無線は３月に廃止すると、そのような話

なのですけれども、今現在自治会に説明に回っているでしょうけれど

も、大体進捗率どのぐらいの地区まで回られているのでしょうか。 

〇塚本委員長　副町長。 

〇副町長（三上晃瑠君）　各町内会への説明等につきましては、１月中に全町

回っております。 

　　　　　以上です。 

〇塚本委員長　鈴木委員。 
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〇鈴木委員　ほとんど回ってしまっているということ。おらたちの地区にまだ

来ていないと言う人が結構いたので、聞くところによれば、回ったと

のことで、そういうことですか。 

　　　　　そうすれば、廃止するということが決まったということは、町民の

声として、やっぱり外線はなければいけないと。今は鳥獣被害が多い

ので、それだけは残すことはできないのかという意見も出ているので

すけれども、それも、せば廃止するということですか。 

〇塚本委員長　副町長。 

〇副町長（三上晃瑠君）　まず、町のほうでは、より多くの皆様に適時的確に

情報をお伝えするために町の公式ライン、ラインを使っていない方に

は一斉情報配信、そしてまたテレビのほうでは緊急速報情報もしくは

Ｌ―ＡＬＥＲＴ、青森県、町村のローカル情報等、いろんな複合的な

情報伝達手段で町民の安全、安心、進めてまいりたいと考えておりま

すので、ご理解よろしくお願いいたします。 

〇塚本委員長　ほかに質疑ありませんか。 

　　　　　鈴木委員。 

〇鈴木委員　一応各自治体を回って、そうすれば自治体、町民が納得して、せ

ばいいということに決まったということですよね、そうすれば。そう

いうことですか。 

〇塚本委員長　副町長。 

〇副町長（三上晃瑠君）　ただいまの鈴木委員のご質問にお答えします。 

　　　　　いろいろ各地区においてはいろいろなご意見は賜りました。その際、

丁寧に町の職員が今後の防災情報に関する説明をした中でご理解をい

ただいております。ただし、全ての皆様が納得したわけではありませ

んので、今後も町民の皆様にそのようなご意見をいただきましたら、

丁寧に説明してまいりたいと考えております。 

　　　　　以上です。 

〇塚本委員長　ほかに質疑ありませんか。 

　　　　　　　　　　　　（「なし」の声あり） 

〇塚本委員長　質疑がないようですので、第９款消防費に対する質疑を終わり

ます。 

　　　　　第１０款教育費に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

　　　　　沖崎委員。
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〇沖崎委員　宮越家に関する質疑、２２ページの商工費なのですけれども、こ

の間質問したボランティアの人たちは、上野なり大阪で世界的なもの

をやるわけですので、どこか連れて行ってけろと、その点どう予算づ

け、ついているようですけれども、もうちょっと詳しく。担当はどこ

だ、これは。教育委員会ではないのだべ。


〇塚本委員長　担当課長。


〇水産商工観光課長（鈴木統生君）　ただいまのご質問にお答えいたします。


　　　　　今回ボランティアガイドの会として、補助金のほうを東京美術館の

ほうに計上しております。


　　　　　　　　　　　　（何事か声あり）


〇水産商工観光課長（鈴木統生君）　今予算的には３０人、東京―新青森の往

復の交通費と、あと宿泊費のほうを計上しておりますので、よろしく

お願いします。


〇塚本委員長　ほかに質疑ありませんか。


　　　　　川山委員。


〇川山委員　１０１ページの学校建設費のことでちょっと伺います。


　　　　　今ここに工事費、学校載っていまして、これはこれでいいのですよ。

これはこれでいいのですけれども、今後は改修して、新聞等で見ても、

何か中学校を直して将来的に使うような捉え方で載っていましたけれ

ども、あそこはできてから何年になる学校で、耐震は取っていると思

うけれども、将来的にああいう大きい学校要らなくなるのではないか

と私の考えでだば思っているのですけれども、まあまあ、もし、もう

ちょっと小さい学校で、小泊みたいに小ぢんまりとした学校でも造る

にいいのであれば、新しい学校でもそれほどお金かからないと思うの

ですけれども、大体試算してみたことありますか。


〇塚本委員長　担当課長。


〇教育課長（田中綾人君）　ただいまのご質問にお答えします。


　　　　　中里中学校を改修してということで、中里中学校についてというこ

とだと思いますが、令和１１年度開校を目指しているわけですけれど

も、その時点で校舎が４０年たつと、４０年経過するということにな

ります。


　　　　　あと、スペースの大きさという点で考えた場合に、これより小さく

ということは、特別教室とか、そういったものを整備する関係で、あ
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れで、あの面積で足りないというか、職員室がちょっと足りなくて、

一部増築する計画というふうになっております。現段階でということ

になります。


　　　　　以上です。


　　　　　　　　　　　　（何事か声あり）


〇塚本委員長　担当課長。


〇教育課長（田中綾人君）　新築でございますけれども、これは改修か新築か、

これは文科の危険改築の制度に適合するかどうかということで耐力度

調査というのを昨年度やったわけですけれども、その段階で補助金を

もらうためには新築は無理ですと、耐力度が十分あるという結果が出

ておりますので、これはもう改修で整備せざるを得ないという結果が

出ております。


　　　　　以上でございます。


〇塚本委員長　川山委員。


〇川山委員　あなたは結果は分かるかも分からないけれども、将来子供少なく

なるのも確実だし、その足しても、今先生入るところ足さねばまいね

とか、分かるよ。だから、新築をやって、それを補助金どうのこうの、

云々でなくて、新築で建てれば幾らかかるかと私今聞いていたのです

よ。だから、今改修工事やって、それを大きくしていろいろかかるの

と、鶴田の話みたいな話になるのですけれども、どのくらいかかるの

か取りあえず聞きたいなと思って、今参考のために話ししたのですけ

れども。


〇塚本委員長　担当課長。


〇教育課長（田中綾人君）　新築に関しましてですよね。具体的に見積もった

というものはちょっとないのですけれども、少なくともやっぱり今の

中里中の規模は子供の人数的には開校時は必要ということになります

ので、あそこは運動場もありますし、そういったこともあって、中里

中学校を改修するというふうに決定したものでありますので、それを

規模を小さくということであれば、ちょっとやっぱり足りないのでは

ないかなというふうに思っております。


　　　　　以上です。


〇塚本委員長　教育長。


〇教育長（鈴木信也君）　今のご質問ですけれども、まず住民のアンケートを
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やっていきまして、それからどこに造るかとか、そういうものをずっ

と積み重ねてきて、その間議員の皆様方、それから町民の皆様に諮っ

てお知らせしてきました。最終的に町の単費を多く持ち出したくない

し、いろんな制度を活用したときに、中里中学校はまだ耐えられると、

そういうことなので、我々も新築を希望したのですけれども、それは

無理だという結論になって、議会にも昨年ですか、お知らせしたはず

なのですけれども、そういうところで改修で進めております。


　　　　　改修にかかる費用は、新築にかかる費用よりも少なくなっておりま

す。今基本設計を発注しておりまして、まだ正式な数字は出ておりま

せんけれども、なるべくお金をかけない中身で勝負するような義務教

育学校、小泊は小中一貫校ですよね。すばらしい学校ですけれども、

あそこまでもお金をかけて立派なものにしたいのですけれども、これ

からの町の子供たちの人口、それから財政も考えたときに、そういう

ふうな結論に決まって、町民の皆様にもお知らせしたというところで

す。ただ、それを発表した段階で、教育委員会のほうには苦情とかそ

ういう意見はございませんでした。私が耳にしているのは、もっと早

く何で手をつけないのかと。なぜかというと、町内には複式学級で３

学級しかないような学校も存在しております。そういうところも含め

て、令和１１年度に義務教育学校、小中一貫校とまた違った中身で開

校する予定でございます。


　　　　　以上でございます。


〇塚本委員長　ほかに質疑ありませんか。


　　　　　　　　　　　　（「なし」の声あり） 

〇塚本委員長　質疑がないようですので、第１０款教育費に対する質疑を終わ

ります。 

　　　　　第１１款災害復旧費に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

　　　　　　　　　　　　（「なし」の声あり） 

〇塚本委員長　質疑がないようですので、第１１款災害復旧費に対する質疑を

終わります。 

　　　　　第１２款公債費に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

　　　　　　　　　　　　（「なし」の声あり） 

〇塚本委員長　質疑がないようですので、第１２款公債費に対する質疑を終わ

ります。 
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　　　　　第１３款予備費に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

　　　　　　　　　　　　（「なし」の声あり） 

〇塚本委員長　質疑がないようですので、第１３款予備費に対する質疑を終わ

ります。 

　　　　　これで議案第３号　令和８年度中泊町一般会計予算に対する質疑を

終わります。 

　　　　　以上で予算特別委員会に付託されました議案第３号から議案第９号

までの令和８年度中泊町一般会計予算及び各特別会計予算に対する質

疑は全て終了しました。 

 

　　　　　　◎議案第３号～議案第９号の討論 

〇塚本委員長　これから討論を行います。討論はありませんか。 

　　　　　　　　　　　　（「なし」の声あり） 

〇塚本委員長　討論なしと認め、これで討論を終わります。 

 

　　　　　　◎議案第３号～議案第９号の採決 

〇塚本委員長　これから採決を行います。 

　　　　　お諮りします。議案第３号から議案第９号までの令和８年度中泊町

一般会計予算及び各特別会計予算は原案のとおり可決すべきものと決

定することにご異議ありませんか。 

　　　　　　　　　　　　（「異議なし」の声あり） 

〇塚本委員長　異議なしと認めます。 

　　　　　したがって、議案第３号から議案第９号までの令和８年度中泊町一

般会計予算及び各特別会計予算は原案のとおり可決すべきものと決定

しました。 

 

　　　　　　◎閉会の宣告 

〇塚本委員長　以上をもって予算特別委員会に付託されました案件の審査は全

部終了しました。ご協力ありがとうございました。 

　　　　　これをもちまして予算特別委員会を閉会します。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　閉会　午前１１時３３分 




